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国立大学法人東京医科歯科大学事業報告書

「国立大学法人東京医科歯科大学の概要」

１．目標

（１）世界水準の医歯学系総合大学院重点大学として研究機能を一層強化する。

（２）四大学連合を活用し、複合領域における研究、教育連携を深める。

（３）教養教育の一層の充実を図り、人間性豊かな医療人の育成に努める。

（４）自己問題提起・解決型の創造的人間の養成を図る。

（５）国際性豊かな医療人・世界的競争に打ち勝つことのできる研究者の養成を図

る。

（６）高度先進医療と社会貢献の拠点としての病院機能の強化に努める。

（７）患者中心の医療を実践する人材を育成するための医学・歯学教育プログラムの

研究開発を推進する。

（８）国際化に即応した外国語教育や交換留学生制度のための取り組みを推進する。

２．業務

本学は学部、大学院、研究所、附属病院等の構成からも明らかなように、日本唯一

の医系総合大学院大学である。本学が目指す目標は、良き医師、歯科医師、及びコ・

、 、メディカル分野の医療人の育成はもちろん 世界の第一線で活躍しうる優れた研究者

指導者の育成である。その教育理念としては、3つある。

１．幅広い教養と豊かな感性を備えた人間性の涵養を目指す。専門分化した現代医

療の現場にあって、人間性への深い洞察力を持ち、高い倫理観と説明能力を備えた医

療人を育成する。特にポストゲノム時代の遺伝子治療や再生医療の可能性などは、医

療人を、そして患者を極めて困難な選択肢の前に立たせるため、専門知識に加えて、

高い倫理観や人間的共感の能力を持った医療人を養成する。

２．自己問題提起、自己問題解決型の創造的人間を養成する。あらゆることに対し

て疑問を抱き、自ら問題を見出し、自分の力で解く努力を通じて物事を創造してゆく

人材を育成する。現代のような生命科学の爆発的進歩の時代にあっては、生涯にわた

っての自律的学習が必要である。不断の自己研鑽を通じて最新の医学・医療技術の発

展に寄与し、その成果を社会に還元し続けることが、医療人としての義務であること

を自覚させる。

３．国際性豊かな医療人を養成する。研究成果がインターネットを通じて瞬時に世

界に伝播する現代にあって、異文化間交流は先端的研究の必要不可欠な条件である。

本学は、臨床及び研究の分野で世界の最先端を行く海外の大学医学部と提携し、日本

に適した新しい医学・歯学教育方法を開発し、臨床及び研究の領域において国際水準

、 。を超える臨床家・研究者を養成するほか その成果をわが国全体に向かって発信する

この計画に対して文部科学省により 平成17年度特別教育研究経費の中の教育改革 国、 「
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際性豊かな医療人・世界的競争に打ち勝つことのできる研究者の養成」というプロジ

ェクトが採択された。

平成16年度に開設した大学院修士課程の医療管理政策学（MMA）コースは、本学、

東京外国語大学、東京工業大学並びに一橋大学で構成する四大学連合で運営されてお

り、戦略的な医療機関の管理運営や医療管理政策に携わる専門職の養成を目的として

いる。

本学における医歯学研究の領域で特記すべきことは、平成15年度の21世紀COEプロ

グラムとして「歯と骨の分子破壊と再構築のフロンティア」及び「脳の機能統合とそ

の失調」の2件が採択されたことである。歯や骨のような硬組織の研究についても、

医学と歯学の領域を統合する研究ができることも本学の特徴である。このプロジェク

トは、ゲノム解析に基づく個々の疾患の性質を把握し、個人に最適な治療を行うテー

ラーメイド医療の実現を目指している。また、本学における脳の研究に関しては、脳

の分子細胞レベルからシステムレベルまでの研究領域において、国際的にも優れた研

究者が集結しており、研究環境にも恵まれている。

ポストゲノムの現代において、生命倫理、医療倫理体系の再構築が緊急の課題とな

っている。わが国の国際的に遅れている生命倫理研究の国内研究拠点を創出し、国際

的研究交流を推進するともに、教育課程への還元を目指すことを目的として、平成17

年度に生命倫理研究センターを設置する。本学のこの計画は、文部科学省の平成17年

度特別教育研究経費の中の「国際的な生命倫理学に関する研究創出事業」として採択

された。

国立大学が平成16年度より法人化されたことに伴い、大学の知的財産の創出による

外部資金の導入が重要な課題となっている。本学には、医系大学としては唯一の知的

財産本部が平成15年度に文部科学省の知的財産本部整備事業の助成により設置され

た。これを拠点として医学部、歯学部、生体材料工学研究所、難治疾患研究所などに

おける優れたバイオテクノロジーの成果、例えば、ナノテクノロジーとバイオテクノ

ロジーの融合により得られた成果などから多くの特許申請が行われている。平成16年

度には、この知的財産本部に技術移転センター（学内TLO）を設置し、民間企業等へ

の技術移転の推進を計画している。

知的財産の創出による外部資金の導入には、知的財産の事業性を評価する作業が不

可欠である。本学では、平成16年度科学技術振興調整費により採択された「ライフサ

イエンス分野知財評価員養成制度」を実施している。この事業は社会貢献を目的とし

て、国際的に卓越した法律家、弁理士、研究者の協力によりライフサイエンス分野に

おける知的財産を評価できる、いわゆる「目利き」を養成する。

、 、 、 、以上のように本学は 法人化をむしろポジティブな利点としてとらえ 教育 研究

診療体制のあり方を経営戦略的な側面からも検討し、大学のさらなる発展を目指して

いる。
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３．事業所等の所在地

（１）湯島地区：東京都文京区

（事務局、各大学院、各学部、各附属病院、各附属教育施設、

全国共同利用施設、学内共同利用施設、附属図書館、保健管理センター）

（２）駿河台地区：東京都千代田区

（生体材料工学研究所、難治疾患研究所、留学生センター）

（３）国府台地区：千葉県市川市国府台

（教養部、附属図書館国府台分館、保健管理センター分室）

４．資本金の状況

７５，９５６，６８４，８１０円（全額 政府出資）

５．役員の状況

役員の定数は、国立大学法人法第１０条により、学長１人、理事５人、監事２人。任

期は国立大学法人法第１５条の規定及び国立大学法人東京医科歯科大学学長選考規則、

国立大学法人東京医科歯科大学理事任免規則の定めるところによる。

役職 氏 名 就任年月日 主な経歴

学長 鈴木 章夫 平成１６年４月１日 昭和４５年７月

～平成１７年７月３１日 ミシシッピー大学医学部外科準教

授、同病院心臓血管外科部長

昭和４９年９月

順天堂大学医学部胸部外科主任教

授

昭和５８年２月

東京医科歯科大学医学部胸部外科

学講座教授

昭和６２年７月

東京医科歯科大学医学部附属病院

長

平成４年８月

東京医科歯科大学医学部長
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平成７年８月

東京医科歯科大学長

理事 入江 孝信 平成１７年１月１日 昭和４３年６月

～平成１７年７月３１日 有明工業高等専門学校採用

平成１２年７月

文部科学省大臣官房会計課政府調

達企画官（兼）政府調達室長

平成１５年４月

大分大学事務局長

平成１６年３月

大分大学退職（役員出向）

平成１６年４月

国立大学法人大分大学理事、事務

局長

理事 川本 幸彦 平成１６年４月１日 昭和４１年４月

～平成１６年１２月３１日 大阪大学採用

平成８年２月

国際日本文化研究センター管理部

長

平成１２年４月

京都大学企画調整官

平成１４年４月

兵庫教育大学事務局長

平成１６年３月

兵庫教育大学退職（役員出向）

理事 谷口 郁雄 平成１６年４月１日 昭和４８年４月

～平成１７年７月３１日 東京医科歯科大学医学部第二生理

学教室助手

昭和５３年４月

獨協医科大学第二生理学教室講師

昭和５３年９月

獨協医科大学第二生理学教室助教

授

平成３年１１月

東京医科歯科大学難治疾患研究所

情報医学研究部門教授
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平成８年４月

東京医科歯科大学難治疾患研究所

長

平成１３年９月

東京医科歯科大学副学長（併任）

理事 佐々木 武 平成１６年４月１日 昭和４５年１０月

～平成１７年７月３１日 東京医科歯科大学教養部助教授

昭和５５年４月

東京医科歯科大学教養部教授

平成８年１０月

東京医科歯科大学教養部長

理事 石橋 省三 平成１６年４月１日 昭和５１年９月

～平成１７年７月３１日 株式会社野村総合研究所入社

（

非 平成７年１月

常 株式会社野村総合研究所経営開発

勤 部長

平成９年１２月

）

野村證券株式会社金融研究所副所

長

平成１２年５月

米国リーマン・ブラザーズ証券会

社東京支店マネージング・ディレ

クター、アジア株式部門エグゼク

ティブ

平成１５年１０月

財団法人石橋湛山記念財団理事長

理事 亀田 隆明 平成１６年４月１日 昭和５０年５月

～平成１７年７月３１日 医療法人鉄蕉会理事

（

非 昭和５３年５月

常 日本医科大学付属病院第二外科学

勤 教室勤務

昭和５８年４月

）

亀田総合病院心臓血管外科医

昭和６０年３月

医療法人鉄蕉会副理事長

平成１５年４月

医療法人鉄蕉会経営管理本部長
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監事 五十嵐 達 平成１６年４月１日 昭和３６年４月

～平成１８年３月３１日 大蔵省採用

平成８年７月

大蔵省理財局管理課長

平成９年７月

大蔵省退職

平成９年８月

中小企業退職金共済事業団理事

平成１０年４月

勤労者退職金共済機構理事

平成１２年８月

財団法人日本国際教育協会常務理

事

監事 高橋 茂樹 平成１６年４月１日 昭和６０年４月

～平成１８年３月３１日 東京医科歯科大学医学部公衆衛生

（

非 学助手

常 昭和６１年２月

勤 安田生命保険相互会社医務部副医

長

）

昭和６２年７月

高橋耳鼻咽喉科医院開設

平成７年４月

弁護士（浜二・高橋・甲斐法律事

務所共同経営者）

６．職員の状況

教員 ６９６人

職員 ８８４人
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７．学部等の構成

学部

医学部

歯学部

研究科等

医歯学総合研究科

保健衛生学研究科

生命情報科学教育部・疾患生命科学研究部

研究所

生体材料工学研究所

難治疾患研究所

８．学生の状況

総学生数 ２，６４１人

学部学生 １，２７１人

修士課程 ２０８人

博士課程 １，０７２人

附属学校 ９０人

９．設立の根拠となる法律名

国立大学法人法

１０．主務大臣

文部科学大臣



- 8 -

１１．沿革

明治３２年 ４月 東京医術開業試験附属病院

昭和 ３年１０月 東京高等歯科医学校

昭和１９年 ４月 東京医学歯学専門学校

昭和２１年 ８月 東京医科歯科大学（旧制）

昭和２６年 ４月 東京医科歯科大学（新制）

平成１６年 ４月 国立大学法人東京医科歯科大学（～現在に至る）

１２．経営協議会・教育研究評議会

○経営協議会（国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関）

氏 名 現 職

鈴木 章夫 国立大学法人東京医科歯科大学長

入江 孝信 平成１７年１月１日から構成員

国立大学法人東京医科歯科大学理事（総務担当）

川本 幸彦 平成１６年１２月３１日まで構成員

国立大学法人兵庫教育大学副学長

石橋 省三 財団法人石橋湛山記念財団理事長

国立大学法人東京医科歯科大学理事（財務・施設担当）兼務

亀田 隆明 医療法人鉄蕉会副理事長、経営管理本部長

国立大学法人東京医科歯科大学理事（医療担当）兼務

出井 伸之 ソニー株式会社 代表執行役会長兼グループＣＥＯ

井上 孝美 放送大学学園理事長

三浦 不二夫 高橋矯正歯科診療所理事長

渡辺 恒雄 読売新聞グループ本社 代表取締役会長・主筆

故 沼野藤夫 平成１６年１０月２１日まで構成員
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○教育研究評議会（国立大学法人の教育研究に関する重要事項を審議する機関）

氏 名 現 職

鈴木 章夫 国立大学法人東京医科歯科大学長

入江 孝信 平成１７年１月１日から構成員

国立大学法人東京医科歯科大学理事（総務担当）

川本 幸彦 平成１６年１２月３１日まで構成員

国立大学法人兵庫教育大学副学長

谷口 郁雄 国立大学法人東京医科歯科大学理事（研究担当）

佐々木 武 国立大学法人東京医科歯科大学理事（教育担当）

廣川 勝昱 国立大学法人東京医科歯科大学副学長（命）

大山 喬史 国立大学法人東京医科歯科大学副学長（命）

眞野 喜洋 平成１７年１月１７日から構成員

国立大学法人東京医科歯科大学上席学長特別補佐

江藤 一洋 国立大学法人東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科長、歯学部長

島内 節 国立大学法人東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科長

萩原 正敏 国立大学法人東京医科歯科大学大学院生命情報科学教育部長

鍔田 武志 国立大学法人東京医科歯科大学大学院疾患生命科学研究部長

小池 盛雄 国立大学法人東京医科歯科大学医学部長

和田 勝 国立大学法人東京医科歯科大学教養部長

山下 仁大 国立大学法人東京医科歯科大学生体材料工学研究所長

山本 興太郎 国立大学法人東京医科歯科大学難治疾患研究所長

湯浅 保仁 国立大学法人東京医科歯科大学附属図書館長
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坂本 徹 国立大学法人東京医科歯科大学医学部附属病院長

黒崎 紀正 国立大学法人東京医科歯科大学歯学部附属病院長

篠田 義一 国立大学法人東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授

柳下 正樹 国立大学法人東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授

佐藤 健次 国立大学法人東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科教授

鈴木 直 国立大学法人東京医科歯科大学教養部教授

東 洋 国立大学法人東京医科歯科大学生体材料工学研究所教授

野田 政樹 国立大学法人東京医科歯科大学難治疾患研究所教授

「事業の実施状況」

Ⅰ．大学の教育研究等の質の向上

１．教育に関する実施状況

（１）教育の成果に関する実施状況

別紙１ページから３ページのとおり。

（２）教育内容等に関する実施状況

別紙３ページから５ページのとおり。

（３）教育の実施体制等に関する実施状況

別紙５ページから６ページのとおり。

（４）学生への支援に関する実施状況

別紙６ページから７ページのとおり。
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２．研究に関する実施状況

（１）研究水準及び研究の成果等に関する実施状況

別紙７ページから９ページのとおり。

（２）研究実施体制等の整備に関する実施状況

別紙９ページから１２ページのとおり。

３．その他の実施状況

（１）社会との連携、国際交流等に関する実施状況

別紙１２ページから１３ページのとおり。

（２）附属病院に関する実施状況

別紙１３ページから１５ページのとおり。

（３）研究所に関する実施状況

別紙１５ページから１６ページのとおり。

（４）附属学校に関する実施状況

別紙１６ページから１７ページのとおり。

Ⅱ．業務運営の改善及び効率化

１．運営体制の改善に関する実施状況

別紙１７ページのとおり。
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２．教育研究組織の見直しに関する実施状況

別紙１７ページから１８ページのとおり。

３．人事の適正化に関する実施状況

別紙１８ページから１９ページのとおり。

４．事務等の効率化・合理化に関する実施状況

別紙１９ページから２０ページのとおり。

Ⅲ．財務内容の改善

１．外部研究資金その他の自己収入の増加に関する実施状況

別紙２０ページのとおり。

２．経費の抑制に関する実施状況

別紙２０ページから２１ページのとおり。

３．資産の運用管理の改善に関する実施状況

別紙２１ページのとおり。

Ⅳ．自己点検・評価及び情報提供

１．評価の充実に関する実施状況

別紙２１ページから２２ページのとおり。
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２．情報公開等の推進に関する実施状況

別紙２２ページのとおり。

Ⅴ．その他業務運営に関する重要事項

１．施設設備の整備・活用等に関する実施状況

別紙２２ページから２３ページのとおり。

２．安全管理に関する実施状況

別紙２３ページのとおり。

Ⅵ．予算（人件費見積含む 、収支計画及び資金計画。）

１．予算 （単位：百万円）

区 分 予算額 決算額 差 額

（ ）決算－予算

収入

運営費交付金 19,423 19,423 0

施設整備費補助金 2,099 3,595 1,496

船舶建造費補助金 - - -

施設整備資金貸付金償還時補助金 7 21 14

国立大学財務・経営センター施設費交 - - -

付金

自己収入 19,486 21,096 1,610

授業料及び入学金及び検定料収入 1,691 1,547 △143

附属病院収入 17,688 19,411 1,723

財産処分収入 - - -

雑収入 107 137 30

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 1,125 1,905 780

長期借入金収入 - - -

目的積立金取崩 - - -

計 42,140 46,041 3,901
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支出

業務費 32,891 32,570 △321

教育研究経費 12,697 12,537 △159

診療経費 18,100 18,072 △27

一般管理費 2,094 1,960 △134

施設整備費 2,099 2,990 891

船舶建造費 - - -

産学連携等研究経費及び寄附金事業費 1,125 1,626 501

等

長期借入金償還金 6,025 6,039 14

国立大学財務・経営センター施設費納 - - -

付金

計 42,140 43,226 1,085

２．人件費 （単位：百万円）

区 分 予算額 決算額 差 額

（ ）決算－予算

人件費（承継職員分の退職手当は除く） 17,114 17,022 △90

３．収支計画 （単位：百万円）

区 分 予算額 決算額 差 額

（ ）決算－予算

費用の部

経常費用 38,958 39,485 528

業務費 31,736 33,189 1,452

教育研究経費 1,815 2,714 900

診療経費 11,379 11,643 264

受託研究経費等 441 795 354

役員人件費 80 83 2

教員人件費 7,834 7,974 140

職員人件費 10,187 9,977 △209

一般管理費 1,080 484 △595

財務費用 2,052 2,035 △16

雑損 - 0 0
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減価償却費 4,090 3,776 △313

臨時損失 - 1,741 1,741

収益の部

経常収益 40,236 44,023 3,787

運営費交付金 18,286 18,761 476

授業料収益 1,402 1,459 56

入学金収益 193 202 10

検定料収益 56 53 △2

附属病院収益 17,688 20,630 2,941

受託研究等収益 441 799 358

寄附金収益 562 735 173

財務収益 0 0 0

雑益 205 263 58

資産見返運営費交付金等戻入 152 15 △136

資産見返寄附金戻入 4 27 23

資産見返物品受贈額戻入 1,247 1,074 △172

臨時利益 - 1,847 1,847

純利益 1,278 4,644 3,365

目的積立金取崩益 - - -

総利益 1,278 4,644 3,365

４．資金計画 （単位：百万円）

区 分 予算額 決算額 差 額

（ ）決算－予算

資金支出 43,920 52,878 8,958

業務活動による支出 32,816 36,299 3,483

投資活動による支出 3,117 1,850 △1,266

財務活動による支出 6,025 6,024 △0

翌年度への繰越金 1,962 8,703 6,740

資金収入 43,920 52,878 8,958

業務活動による収入 40,034 49,894 9,860

運営費交付金による収入 19,423 19,423 -

授業料及び入学金検定料による収入 1,691 1,549 △141

附属病院収入 17,688 19,359 1,671

受託研究等収入 441 942 501
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寄附金収入 586 1,304 718

その他の収入 205 7,315 7,110

投資活動による収入 2,106 2,983 877

施設費による収入 2,106 2,983 877

その他の収入 0 0 0

財務活動による収入 - - -

前年度よりの繰越金 1,780 - △1,780

Ⅶ．短期借入金の限度額

４９億円

Ⅷ．重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画

実績なし。

Ⅸ．剰余金の使途

該当なし。

Ⅹ．その他

１．施設・設備に関する状況

別紙２４ページのとおり。

２．人事に関する状況

別紙２４ページのとおり。
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ⅩⅠ．関連会社及び関連公益法人等

１．特定関連会社

特定関連会社名 代表者名

該当なし。

２．関連会社

関連会社名 代表者名

該当なし。

３．関連公益法人等

関連公益法人等名 代表者名

財団法人 薬力学研究会 理事長 佐藤 達夫

財団法人 和同会 理事長 森谷 弘
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別 紙「事 業 の 実 施 状 況」

Ⅰ．大学の教育研究等の質の向上
１．教育に関する実施状況
（１）教育の成果に関する実施状況

○学士課程
・ 幅広い教養と複合的な視野を育成する。
・ 論理的思考能力と自発的、自立的な課題探求能力を育成する。
・ 国際化・情報化にふさわしい表現技能を育成する。
・ 医療人としての倫理観を育成する。
・ 科学的探求心を持ち、国際的・学際的に活躍できる人材を育成する。

中 ・ 医療専門職に必要な基礎と臨床の総合的能力の向上を図る。
○大学院課程

期 ・ 深い専門性と高度な技術を習得した、国際性、創造性豊かな人材を育成する。
・ 社会に開かれた大学院として生涯教育のための機会を提供する。

目 【医歯学総合研究科】
・ 医歯学における臨床志向型研究者及び学際型研究者を育成する。

標 【保健衛生学研究科】
・ 看護学・検査学の分野における研究者、看護実践分野及び行政分野における指導
者を育成する。
【生命情報科学教育部】
・ 生命科学・生命情報の分野における研究者及び関連領域の産業人を養成する。
○教育の成果・効果の検証
・ 多様かつ多段階からなる教育の成果・効果の検証を行う。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

○学士課程
教養教育については教養部で実 教養教育全般の目標を明確に 本学における教養教育の理念やミッションを教養部のホームペ

施し、人文・社会・自然科学分野か し、それに沿ったカリキュラム及び履 ージに掲載し、理解と普及に努めている。教養部内及び教養部と
ら幅広い科目選択が可能なカリキュ 修指導体制の見直しを行う。<001-1 医学部・歯学部間において、教養教育と専門基礎教育の両立を目
ラム編成を行うとともに履修指導を > 指し、現行カリキュラムの点検を行っている。
充実する。<001> また、さらに幅広く複合的な視野の育成を目指し、「四大学連

合」を活用した単位互換制度の準備をしている。

自己問題発見解決型の授業形態 体験型学習や、視聴覚実習の充 体験学習については、各学部・教養部とも附属病院や学外施設
の実施や国際化・情報化に対応し 実を図るとともに、e-learningなどを において、医学部の早期臨床体験プログラムや歯学部の早期臨
た教育内容などの充実を図る。<002 活用した新しい授業形態等の導入 床体験実習の様に、積極的に多様な医療を体験させる実習に取り
> に関する検討を行う。<002-1> 組んでいる。特に、ハーバード・メディカル・インターナショナルとの

提携による臨床実習は着実な成果を上げている。教養科目におい
ても、授業に関連する様々な施設への見学などを実施しており、学
生の知見を広めている。また医学科では、PBL（Problem Based Le
arning：問題解決型学習）推進責任者をおき積極的導入を図って
いる。
e-learningに関する取り組みとしては、医学科、歯学科ともその

基礎となるプラットフォーム（情報端末やコンテンツ・マネジメント・シ
ステム(CMS)）を導入（試行）しており、講義関連資料の閲覧や、講
義収録に利用している。また、一部の科目では学生が教員の授業
評価をする際のシステムとして試行しており、今後の利用拡大を検
討している。
また国際化に向けて本学では医学英語の教育に力を入れてお

り、インターネットベースの英語自習教材を導入している。この取り
組みは採択された「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」でも大
きな役割を果たしている。
さらに歯学科では「歯科診断シミュレーション」の一環として、DV

Dによるマルチメディア教材を作成し、今後さらに発展させるべく開
発中である。

入学時から医療人としての動機 早期臨床体験プログラムの導入 本学では、教養教育と専門教育の円滑な橋渡しのために1年次
づけを行うための教育内容の充実を などを検討する。<003-1> から教養部と各学部の協力体制の下、連携して並立したカリキュラ
図る。<003> ムを実施している（連携教育、Medical Introductory Course(MI

C))。この一環として早期臨床体験プログラムや体験学外実習を通
じ、医療人としての動機付けを行う教育を実施している。また、各学
科合同で特定テーマを題材として、医療人としてのあり方について
様々な視点からグループ討議をすることも、動機付けの一つとなっ
ている。

教養部・学部間における教育内 教養部・学部間における教育内 上記のとおり教養部と各学部の協力のもと連携教育やMICを行
容の一貫性の向上を図るとともに、 容の一貫性の向上を図るとともに、 っており、相互間において定期又は不定期に連携教育及びMICに
教育内容の充実を図る。<004> 教育内容の充実を図る。<004-1> ついての検討を行っている。

そこで問題点や改善点を整理し、教育内容に充実を図るべくカ
リキュラム編成を行っている。

学部間や国内外の他大学と連携 海外連携大学との連携を強化し、 海外の大学との連携や、学生の海外研修奨励について、従来
した専門教育体制の充実を図る。<0 連携大学での臨床実習や単位互換 の体制からさらに拡大・強化を図っている。
05> を可能とする体制の整備、及び留学 ハーバード・メディカル・インターナショナルとの提携では、ハー

生の受け入れや学生派遣を行う体 バード大学教育関連施設における派遣学生の臨床実習・単位互
制の整備について検討を行う。<005 換の体制について整備し、派遣枠も従来の4名から、平成17年度
-1> から6名へと拡大した。また医学科では新たにインペリアル・カレッ
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ジとの交流協定を締結し、双方で学生交換を推進する体制を整え
た。
ユニークな取り組みとしては、本学歯学部が主体となり、東南ア

ジア歯学教育研究センター「歯学教育指導者コース」の設置を目
指している。本年度はパイロットプロジェクトとして「タイ歯学教育プ
ロジェクト」をアジア各国の研修生を対象に実施した。

大学院教育と一貫した教育体制 学士課程・博士課程に一貫した 医歯学総合研究科では、医学部・歯学部と連携して医学研究者
の充実を図る。<006> 教育プログラムや教育体制の導入 早期育成コース（MD-PhDコース）及び歯学研究者早期育成コー

について検討を行う。<006-1> ス（DDS-PhDコース）を設置した。
この両コースは、大学院への早期入学制度を活用したコースで

あり、優れた基礎医歯学研究者や、基本的研究能力を備えた臨床
医師、歯科医師を養成することを目的としている。研究指向型テュ
ートリアル教育の導入を柱とし、多様な能力・適性をもつ学生に対
し、適切な教育・進路指導を行うものである。

○大学院課程
海外提携大学との学生交流を進 海外提携大学との学生交流を進 医歯学総合研究科では、協定校であるチェンマイ大学歯学部が

める。<007> める。<007-1> 主催する国際学生研究発表会に大学院生を派遣した。また、あら
たに平成17年度からの学生受入を目指してエコール・ノルマーレ・
スペリヤー・デ・リオン（仏）との学生交流協定を締結した。
生命情報科学教育部では、国際協定を締結したグダニスク大学

から研究者が来日し特別講義を行った。交流協定の拡大を目指し
てゲッチンゲン大学、北京大学などと交渉を行っている。
保健衛生学研究科では現在提携している11大学との連携を深

めながら共同研究・学生交流を進めており、セイナヨー技術大学
（フィンランド）、タンペレ大学看護学科（フィンランド）については、
協定の更新を行った。

短期の専門教育を目的とした公 e-learning等を活用し、社会人が 医歯学総合研究科医歯科学専攻医療管理政策学コース（MMA
開連続講座、社会人大学院を充実 受講しやすいコースを整備するため コース）は、平成16年度から社会人を主として受け入れる夜間コー
する。<008> の検討を行う。<008-1> スとして新設された。本コースには、医学部において整備した講義

の自動収録システムを利用し、各担当教員の協力を得て収録され
た講義を学内LAN上から視聴できるシステムが構築されており、受
講できなかった場合の補助教材として活用されている。

短期の研修コースを設置し、社会 知的財産本部において、特許実務者、バイオ研究者を対象とし
人の受入れの促進を図る方策につ て「ライフサイエンス分野知財評価委員養成制度」として人材養成
いて検討する。<008-2> プログラムを実施した。本プログラムでは本学の教員ばかりでなく、

各界の第一人者を招聘し研修講座を開講した。

研究科内あるいは研究科間にお 研究科や研究科内の専門分野を 医歯学総合研究科、保健衛生学研究科、生命情報科学教育部
ける横断的教育研究体制の充実を 超えた、教育・研究体制の整備につ ・疾患生命科学研究部では、三研究科連絡会を設置し、修士課程
図る。<009> いて検討する。<009-1> レベルでの横断的教育体制の整備を図った。平成17年度からは

医歯学総合研究科医歯科学専攻修士課程と生命情報科学教育
部博士前期課程の共通講義を設置することとした。
また、医歯学総合研究科においては大学院セミナーを開講する

ことにより、領域間での連携の促進を図った。

国内外の大学との連携による新 医歯学総合研究科では、全国の歯科大学、歯学部の連携によ
たな教育・研究体制の導入につい る新たな教育研究計画の策定を目指して、全国11国立大学歯学
て検討する。<009-2> 部と連携教育システムについての協議を行い、これら諸活動を中

間報告としてまとめた。
生命情報科学教育部では、ドイツリウマチ研究所、グダニスク大

学と交流協定を締結した。また、現在ゲッチンゲン大学、北京大学
などと交流協定締結の交渉を行っている。
国内においては生命情報科学教育部が難治疾患研究所との連

携のもとに、理化学研究所ゲノム科学総合研究センター、同免疫・
アレルギー科学総合研究センター、㈱NTTデータと提携して連携
大学院を設置した。これら学外研究機関の施設・設備、人的資源
を活用して教育研究基盤の整備を行った。

四大学連合による学際分野にお 四大学連合を積極的に活用し、 医歯学総合研究科医歯科学専攻修士課程では、四大学連合
ける教育研究を促進するとともに、 本学だけでは教育できない学際分 に基づく複合領域コースの受講者の受入を積極的に進めており、
体制の構築を整備する。<010> 野に関する教育研究を推進する体 平成16年度には4名の学部学生が本学医歯科学専攻修士課程の

制の整備について検討する。<010- 講義を受講した。
1> さらに、各大学研究科間での共同研究の推進や大学院生の単

位互換などについても検討を進めている。

実践的研究能力を育成するた MMA（医療管理政策学）コースを 平成16年度に開設したMMAコースにおいて、質の高い医療サ
め、コース並びにカリキュラムの整備 開設し、実践的な教育・研究を推進 ービスを提供するための戦略的な管理運営を行う知識と技能を備
を図る。<011> する。<011-1> えた医療管理政策に携わる専門職の養成を図るべく、管理学コー

ス10名、政策学コース15名の入学者を受け入れ、非常に実践的な
教育・研究が行われた。管理学コース10名については、課題研究
報告書を作成し学位の授与を受けた。
また、MMAコースと同様に専門職養成の一環として専門看護師

（CNS）養成のためのカリキュラムを保健衛生学研究科に設置し、
教育を行っている。

○教育の成果・効果の検証に関す
る方策
教育の成果・効果の検証等を継 教育の成果・効果の検証につい 各学部、研究科等において、一部の授業・科目で学生による授

続的に行うとともに、学部、大学院学 ての指標や判断基準等について検 業評価や、学生と教員の相互評価を行っており、引き続き各部局
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生の教育指導体制を充実する。<01 討するとともに、評価の実施体制の の委員会やFD研修を通して検討している。
2> 構築について検討する。<012-1>

教育の成果・効果の検証結果に 広報体制を強化し、インターネット 一部の授業・科目で行っている学生による授業評価や、学生と
ついては広く公表する。<013> 等を活用して積極的な情報公開を 教員の相互評価のうち、生命情報科学教育部と教養部、保健衛生

行う。<013-1> 学研究科についてはホームぺージ等により公開している。

（２）教育内容等に関する実施状況

○アドミッションポリシーに関する基本方針
中 ・ 医療人としての使命感を有する、国際的視野に立った教育者、研究者、職業人とな

る人材を創生する。
期 ○教育課程に関する基本方針

・ 教育理念に基づく優れた人材の育成を図る。
目 ○教育方法に関する基本方針

・ 高度の専門教育を実施できるような効率的な授業形態の構築などを積極的に推進
標 する。

○成績評価に関する基本方針
・ 医療人養成の観点から厳正・適正な評価を行う。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

○アドミッションポリシーに応じ
た入学者選抜を実現するための具
体的方策
本学の教育理念に基づく使命 面接試験の改善について検討す 医療人としての使命感を有する学生を育成するための、入学者

感、勉学意欲を持った学生、優秀か る。<014-1> 選抜方法の改善の一環
つ高い研究指向を持つ学生の確保 として、第一段階選抜の見直しを含めた面接方法の改善を行って
に努める。<014> いる。

なお、医学科及び歯学科においては入学者の入試成績と、在
学中の学業成績との相関
について分析を行い、それに基づいて面接試験の改善を検討して
いる。

推薦入学等の多様な選抜方法の 現行の、推薦選抜、学士編入学選抜、3年次編入学選抜を踏ま
導入について検討する。<014-2> えながら、各学部・学科・専攻での今後の選抜方法のあり方や導入

について、それぞれ検討を進めている。

入学者選抜のための広報活動の 入学者選抜のための広報活動を充実するために、学部及び学
充実を図る。<014-3> 科・専攻段階でも活用できる大学紹介のビデオDVDを制作し、ホ

ームページ上に公開するとともに大学説明会にも活用した。
また、生体材料工学研究所、難治疾患研究所や生命情報科学

教育部・疾患生命科学研究部において、積極的に高校生や学部
学生などに対し、オープンキャンパスや公開イベントを行い広報活
動を行っている。

○教育理念に応じた教育課程を編
成するための具体的方策
教養教育、専門教育、基礎及び 大学の教育理念を明確に示して 四大学連合に基づく複合領域コースの履修規則の改訂を行

臨床の教員が互いに協力して魅力 大学内で共有し、四大学連合憲章 い、履修学生の拡大・充実を図った。また、医学科においてはハー
ある独自の教育プログラムをデザイ に基づき魅力ある独自の教育プログ バード大学教員との定例ビデオカンファレンスを行い、魅力ある教
ンし、それに沿った実効ある教育を ラムを整備する。<015-1> 育プログラム作成のためのカリキュラム改善の検討を進めている。
実施する。<015>

教養部、医学部、歯学部が互い 本学では、教養教育と専門教育の円滑な橋渡しのために1年次
に連携を深め、早期臨床体験や視 から教養部と各学部の協力体制の下、連携して並立したカリキュラ
聴覚実習等の充実を図る。<015-2> ムを実施している（連携教育、MIC）。この一環として早期臨床体験

プログラムや体験学外実習を通じ、医療人としての動機付けを行う
教育を実施している。
また、歯学科においては、視聴覚実習の充実を図る歯科診断シ

ミュレーションのマルチメディア教材第1作DVDを作成した。

教育の国際化を図るため、英語 海外の大学との連携や、学生の海外研修奨励について、従来
による講義の充実を図る。<015-3> の体制からさらに拡大・強化を図っており、学生派遣や受け入れに

よる実践的な英語教育環境の拡大を図っている。また、英語教育
の充実として、2年次学生対象の英語授業の必修化とe-leaningを
導入した。自習教材として活用する「ネットアカデミー」やインターネ
ット・ベースの英語によるアカデミックライティング能力を育成する
「Criterion」を導入した。
また、医学科では国際性を涵養するため、外国人による英語講

義の充実や診療面接、身体健診などの英語による実践的トレーニ
ングプログラムを開設しており、米国医師国家試験レベルの医学
英語教育を行う体制を作った。
大学院生命情報科学教育部においては、平成15年度に締結し

たドイツリウマチ疾患研究所、グダニスク医科大学との交流協定を
活用して国際性を涵養する大学院教育の充実を図るとともに、より
一層の充実を目指して北京大学やゲッチンゲン大学との交流協定
の締結を進めている。

教育プログラムについては不断の 教育プログラムの検討に、自己点 教養部における共通教育については、平成16年度においても、
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点検・整備を行う。<016> 検評価・外部評価などの結果を積 平成14年度から始めた学生による授業評価を継続的に実施し、そ
極的に活用し、新たな研究分野や の結果をホームページに公開するとともに、授業改善、カリキュラム
疾病等に対応した教育プログラムの 改善に活用している。
導入について検討する。<016-1> また、歯学科においては、カリキュラムの見直しを行い平成17年

度から実施する新カリキュラムを作成した。本カリキュラムの授業評
価方法について検討し、実際の授業においてシミュレーションを行
った。
保健衛生学科においては、学生による教育評価を全講義科目

において実施し、教育プログラムやカリキュラムの改善に向けて自
己評価、外部評価を行っている。なお、当該内容については、教
育委員会やFD研修などを利用して、広く教員に周知を図ってい
る。

「四大学連合憲章」に基づく魅力 大学の教育理念を明確に示して 四大学連合に基づく複合領域コースの履修規則の改訂を行
ある独自の教育プログラムを整備す 大学内で共有し、四大学連合憲章 い、履修学生の拡大・充実を図った。また、医学科においてはハー
る。<017> に基づき魅力ある独自の教育プログ バード大学教員との定例ビデオカンファレンスを行い、魅力ある教

ラムを整備する。<017-1> 育プログラム作成のためのカリキュラム改善の検討を進めている。

○授業形態、学習指導法等に関す
る具体的方策
体験・実習を重視し、学生自身に 早期臨床体験から段階的に患者 医学科においては、カリキュラム内に6年一貫で実施する医師・

医療人としての心構え、使命感、倫 と接する機会を与え、医療人として 医学者基盤形成科目を新たに開設し、早期臨床体験実習から段
理観を持たせるための教育体制を の心構え、使命感、倫理観を育む、 階的に患者と接する機会の拡大を図ることとした。
充実する。<018> 六年一貫の基盤形成科目を設ける 歯学科においては、平成15年度から早期臨床体験実習をカリキ

など、新たな教育プログラムの導入 ュラムに導入して、学生の実習成果の発表等を行い成果の検証を
について検討する。<018-1> 実施した。

保健衛生学科では、低学年次の学生に対して専門教育の導入
教育を実施している。

臨床に密着した研究活動を重視 歯学科においては、6年次の学生を対象に教員の治療現場で
し、体験学習・臨地実習の充実を図 の見学実習を実施した。
る。<018-2> 保健衛生学科では、学外施設を利用した見学・実習を実施し、

体験学習・臨地実習の充実を図っている。

体験型学習、視聴覚実習のため 視聴覚実習のためのマルチメディア教材の充実として、歯科診
のマルチメディア教材の充実を図 断シミュレーションのマルチメディア教材第1作DVDを歯学科にお
る。<018-3> いて作成するとともに、マルチメディア教材作成のための入力ソフト

を開発中である。

学外体験実習の拡充を図る。<01 教養部及び各学科においては、各学年段階に応じて介護施
8-4> 設、保健所、診療所、地域中核病院などの医療関係の学外施設を

利用した体験実習プログラムを設定して、様々な学外体験実習を
実施している。また、教養部においては、体験型学習として、教養
部開講科目に関連した学外施設見学等も実施した。

大学院生の教育・研究環境の整 医歯学総合研究棟（Ⅰ期棟）の完成に伴い旧棟に発生したスペ
備・充実を図る。<018-5> ース（230㎡）を大学院生のための教育用スペースとして確保でき

た。
また、学外研究機関と連携大学院協定を締結することにより、当

該研究機関において研究指導を受けられるようになり、大学院生
の教育・研究環境の充実が図られた。

○適切な成績評価等の実施に関す
る具体的方策
客観的評価基準を整備する。<01 CBT（Computer Based Testing） 医学科、歯学科においては、コンテンツ・マネージメント・システ

9> 及びOSCE(Objective Structured C ム（CMS）であるe-learningシステムを導入（試行）しており、オンライ
linical Examination)の活用等によ ンテストやCBT試験の利用を可能とした。
り、客観的な評価基準を策定する。 また、医学科では学習到達度を適正に評価できる試験問題を作
<019-1> 成するためのFD研修を行った。

教養部では、自然系科目、第2外国語科目において客観的評
価基準をとりいれるための試験問題の分析・検討に着手したほか、
化学科目においては従来の試験の中で一部試行的に実施した。

教員のFD研修の実施を積極的に 教員のFD研修内容等の見直しを 教養部及び各学科は、それぞれにおいて新規採用教員などの
進める。<020> 行い、成績評価の基準や手法の改 対象別やPBLチュートリアル教育についてなどのFD研修会を実施

善について検討を行う。<020-1> した。各科がそれぞれの目的や事情にあわせ、工夫して行ってい
る。

臨床実習に関する成績評価につ 臨地実習に係る評価基準の策定 医学科においては、診療参加型臨床実習の方策と評価を検討
いても評価法や評価体制の点検、 及び評価システムの開発について するクリニカルクラークシップ運営小委員会を設置して、評価基準
整備を行う。<021> 検討を行う。<021-1> の策定や評価システムの開発に着手するための体制を整備した。

保健衛生学科の看護学専攻では、実習評価関連での技術評価
チェックリストを開発するとともに、評価方法と評価体制について検
討を進めている。なお、同学科検査技術学専攻では、評価基準の
策定や評価システムの開発のために学外実習の拡大と充実に取り
組んでいる。
歯学科においては、新カリキュラムのモジュール及びユニットの

評価方法を決定し、今後の活用と検証に着手するところである。

成績評価システムの点検と改善を 成績評価方法の点検を行い、客 医学科では、FD研修において学習到達度を適正に評価できる
常に行う。<022> 観的評価基準に基づく評価システ 試験問題について検討した。

ムの開発について検討を行う。<022 歯学科においては、新カリキュラムのモジュール及びユニットの
-1> 評価方法を決定し、今後の活用と検証に着手する。
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保健衛生学科では、実習病院との連携指導体制、実習評価の
あり方を検討している。また、技術チェックリストの改善検討にも着
手した。

（３）教育の実施体制等に関する実施状況

○教職員の配置
・ 教育の実施体制の充実を図る。

中 ○教育環境の整備
・ より充実した教育環境を構築する。

期 ○教育の質の改善のためのシステム
・ 教員の教育能力の向上を図る。

目 【全国共同利用施設医歯学教育システム研究センター】
・ 全国共同利用施設として、全国標準の医学・歯学教育プログラムの研究開発を推

標 進する。
・ 全国共用の客観的学習評価システムの導入・実施・評価に関する研究開発を行
い、全国の医歯学教育の場に提供する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

○適切な教職員の配置等に関する
具体的方策
教育能力を重視した教員を広く 教員の選考法について見直しを 医歯学総合研究科歯学系教員（分野責任者を除く全員）の教育

公募選考するとともに、適正配置の 検討する。<023-1> ・研究・臨床に関する平成15年度の業績評価を実施し、公募選考
ための全学的な組織改革計画を策 への客観的指標として提供した。
定し、実施する。<023> 疾患生命科学研究部では、それぞれ教育に関する業績と研究

に関する業績を重視した教員選考を行う。
保健衛生学研究科では、教員任期制の導入とその評価基準を

策定した。現在具体的な運用方法を検討中である。

○教育に必要な設備､図書館､情報
ネットワーク等の活用･整備の具体
的方策
図書館の充実とともに、多様なメ 教育内容に直結した図書及び教 図書館においては各学部・研究科等の要望を踏まえながら、学

ディアを活用した教育体制の充実を 材の充実を図る。<024-1> 生への教育支援としてシラバス掲載図書の充実を図った。なお、
図る。<024> 各学部・研究科等から要望のある特定のテーマに関する資料の収

集・整備についても可能な限り、収集し、提供を行った。
オンラインジャーナル等のメディアを利用した図書については、

平成17年度購入分から見直しを図っている。

ITの活用による新たな教育システ 医学科、歯学科ともその基礎となるプラットフォーム（情報端末や
ムの導入について検討する。<024- CMS）を導入（試行）しており、講義関連資料の閲覧や、講義収録
2> に利用している。また、一部の科目では学生が教員の授業評価を

する際のシステムとして試行を行っており、今後の利用拡大を検討
している。
また国際化に向けて本学では医学英語の教育に力を入れてお

り、インターネットベースの自学英語自習教材を導入している。この
取り組みは採択された「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」で
も大きな役割を果たしている。
さらに歯学科では「歯科診断シミュレーション」の一環として、DV

Dによるマルチメディア教材を作成し、今後さらに発展させるべく開
発中である。

国内外の大学との連携による新 歯学部では国内外の大学との連携による新たな教育システムの
たな教育・研究体制の導入につい 導入についての検討として、11国立大学の歯学部において連携
て検討する。<024-3> 教育システムの構築を検討している。

教育資源の有効活用を図るた 教育資源の有効活用を図るた 保健衛生学科においては、これまで学内に分散していた教育研
め、機能を集約する。<025> め、施設設備の共有化や評価に基 究施設の医歯学総合研究棟への移転を契機として集中化を図り、

づいた配分を行うためのシステムの 実習室、教室、研究室の共同利用や設備の有効活用が進んだ。
検討を行う。<025-1> 生体材料工学研究所では、疾患生命科学研究部（3分野）との

連携・協力体制を構築すると共に研究所内のスペースの見直しを
行い、各分野から一定面積以上を共有スペースとし、計画的に活
用することとした。
難治疾患研究所では、大学院教育研究支援体制の充実を図る

ために、大学院教育研究支援実験施設の整備を図るとともに、バ
イオリソース室を新設した。

○教育活動の評価及び評価結果を
質の改善につなげるための具体的
方策
教員に対する教育業績評価シス FD研修を活用し、教員に対する 教養部及び各学科においては、新規採用教員などの対象別や、

テムのあり方、教育能力の向上への 教育業績評価システムについての PBLチュートリアル教育についてなどのテーマ別に複数回のFD研
活用方法等について検討を進め 検討を行う。<026-1> 修会を実施した。
る。<026> 教員業績評価については各部局等で個別に対応しているが、

全学的な評価方針の統一については現在調査段階にある。
各部局等における実施状況については、医歯学総合研究科歯

学系、生命情報科学教育部・疾患生命科学研究部、生体材料工
学研究所、難治疾患研究所等は実施体制が確立されており、それ
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ぞれインセンティブ付与あるいは付与体制の検討を行っている。
現在は実施に至っていない部局等においても、教員業績評価

について具体的な検討を行っている。

学生が容易に行える授業評価の 医学科及び歯学科においては、学内LAN対応のCMSである
方法及び内容について検討を行う。 e-learningシステムを導入（試行）しオンラインでの授業評価、授業
<026-2> アンケート等を可能とした。また、歯学科においては、新カリキュラ

ム実施に併せてカードリーダ使用による授業評価システムを立案
し、シミュレーションを実施した。

医学・歯学教育のシラバス・カリキ 全国の医学部・歯学部で行われ 医歯学教育システム研究センターにおいて、全国の大学医学部
ュラムの調査を行う。<027> ているシラバス、カリキュラムを調査・ ・歯学部における、シラバス、カリキュラム等の資料を収集するととも

収集する。<027-1> に整理と保管を実施中である。

医学・歯学教育カリキュラムの国 医歯学教育システム研究センターにおいて、アメリカの主要医
際間比較のための調査を行う。<027 科大学に対してもシラバスとカリキュラム等の資料提供を依頼し、
-2> 収集中である。

なお、歯学科においても、教職員が国際学会へ参加する際に
は、可能な限り歯学教育に関する情報を収集している。

モデル・コア・カリキュラムの改善 全国の医学部・歯学部で行われ 医歯学教育システム研究センターにおいて、全国の大学医学部
のための調査研究を行う。<028> ているシラバス、カリキュラムの調査 ・歯学部におけるシラバス、カリキュラム等の資料を収集するととも

結果及び国際間比較の調査に基づ に調査結果等についての実態調査を実施中である。また、国際比
き、モデル・コア・カリキュラムの実態 較調査の準備資料としても活用できることを視野に入れて、モデル
を調査する。<028-1> ・コア・カリキュラムの英文化と索引集の作成を進めている。

学習知識と技能に関する到達度 CBT出題問題の均質性に対する 医歯学教育システム研究センターにおいて研究開発したCBTの
評価方法の調査研究・開発を行う。 評価方法の研究開発。<029-1> 各システムを利用して全国の共用試験のCBTの解答のデータが送
<029> られてきており、基本的統計の解析を行った。これらのデータ、基

本統計を活用し、均質性の評価方法として項目反応理論による評
価結果の有用性を、外部の専門家との協議会などで検証した。

共用試験実施機構における全国 OSCEの評価者間変動について 医歯学教育システム研究センターにおいて研究開発した、OSCE
共用試験（CBTとOSCE）の実施を の各大学で利用可能なソフトの開発 評価データ入力システムを用いて共用試験試行を行い、各大学か
支援する。<030> を行う。<030-1> ら回答を回収した。これらのデータを用いて全国のコアステーショ

ンの基準値を算出するとともに、各大学に配布するソフトのプログラ
ムを作成している。

（４）学生への支援に関する実施状況

中期 ・ 学生が、充実した学生生活を送るための学習支援・生活支援体制等の環境の充実
目標 を図る。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

○支援体制
学生サービス部門の充実など支 新入学生に係るキャンパスライフ 平成16年4月に、医学部医学科（1日）、歯学部歯学科（1泊2日）

援環境の整備を進める。<031> への支援としてのオリエンテーション でそれぞれ実施した。外国人留学生向けオリエンテーションにつ
の充実を図る。<031-1> いては、4月期入学、10月期入学の2回実施している。

なお、来年度からは全学部新入生参加の全学オリエンテーショ
ンの実施に向けて準備中である。

保健管理センターを中心とした学 学生のメンタルヘルスのサポートを強化するため、各学部で学
生のメンタルヘルスへのサポート体 年担任制を実施し、保健管理センターとの協力のもとに体制整備
制の充実を図る。<031-2> を行った。

学生サービス体制の見直しを行 学生の総合的な支援を行う組織としてステューデントセンターの
い、教員と事務職員が一体となった 設置に向けた検討を開始した。また、教員と事務職員が協同し、臨
サービス体制の構築に関して検討 床実習開始前の医学科・歯学科在学生に対する相談・懇談会を
を行う。<031-3> 含めた合宿研修を実施した。

図書館においては、貸出状況の確認、他大学図書館への図書
貸出・文献複写申込等を、オンラインで行うことのできるウェブサー
ビスを開始した。また開館時間の延長をし、学生への教育支援を
行っている。

○修学・生活相談、健康管理
修学、生活及びセクハラ等各種 修学、生活及びセクハラ等各種 全学組織である「なんでも相談窓口」の設置に向けて検討を開

相談の方法や窓口体制の充実及び 相談に対応した相談窓口を設置す 始しており、留学生への支援については留学生相談室を設置して
保健管理センターを中心とした健康 る。<032-1> いる。また、各部局ではそれぞれの特性に応じて相談を行ってい
指導・管理の充実を図る。<032> る。

保健管理センターを中心とした学 保健管理センターでは、メンタル面でのサポートについて新入
生のメンタルヘルスへのサポート体 生の健康診断情報のデータベース化や、健康啓発活動、身体のリ
制の充実を図る。<032-2> フレッシュのための設備の設置など、ハード面、ソフト面での支援

体制の強化を行っている。また各部局においては、学生委員会委
員やアドバイザリー教員などによる相談体制の強化を行った。

○就職・修学・経済支援
就職情報提供の見直し、就職相 就職情報の提供方法等を見直す 学務部を中心に就職活動支援のための説明会やガイダンスの
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談窓口の設置及び就職ガイダンス とともに、教員と事務職員が一体と 開催、アルバイト情報提供方法の見直しなどにより、支援体制を強
等を定期的に実施するなど就職活 なった就職支援体制の整備につい 化した。
動支援の強化を図る。<033> て検討を行う。<033-1> また、生命情報科学教育部や生体材料工学研究所などでは企

業との連携やネットワークを整備し、保健衛生学科では就職案内
のためのパンフレットを作成しガイダンス等の機会を捉え配布して
いる。

他大学との連携も含めた学生寮 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
の整備のあり方について検討する。
<034>

課外活動施設及び大学所有の研 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
修施設の充実を図る。<035>

大学全体の奨学制度の検討を進 大学独自の奨学制度について検 本学では既に医歯学総合研究科の大学院生を主な給付対象と
める。<036> 討する。<036-1> した奨学金制度（小橋晶一奨学金、玉生みい奨学基金）がある。ま

た、本学の学生全てを対象として、緊急時の出費に際して一時援
助を行う制度（菊川奨学基金）もあり、学生生活をサポートしてい
る。
なお、新たに大学独自の教育ローンの設置に向けた準備をして

いる。

子供のいる学生に対する支援とし 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
て保育環境などの検討を進める。<0
37>

○留学生支援
日本語教育、医歯学英語教育 留学生センターにおける日本語 留学生センターでは、「日本語初級」及び「日本語医療基礎」等

（日本人学生も含む）、ホームペー 予備教育や日本文化事情教育の充 の科目を日本語補講コースで開講し、留学生が医歯学系学生とし
ジ等を利用した修学相談など学習 実について検討する。<038-1> て必要で基礎的な日本語教育を受講できるようにしている。
支援の充実を図る。<038> 日本語研修コースにおいては、学内の要望に応え、後期は大使

館推薦の国費留学生以外の留学生に対しても同コースを受講でき
るようにした。
また同コースにおいては、教養部近隣の小学校を訪問し小学生

との交流を図るほか、博物館見学、上野浅草方面見学などのスタ
ディーツアー、鎌倉・江ノ島の古都の寺院等への研修旅行などに
より日本文化事情の体験学習を行った。

IT教材の活用や英語教員による 医学部では、新カリキュラムで「医学英語」の授業を第1学年から
医学・歯学英語コースの整備等によ 第4学年まで継続して実施し、e-learning医学英語教材(「ネットアカ
り医学・歯学英語教育の充実につい デミー」)を導入し活用することにより、医学英語教育の充実及びIT
て検討する。<038-2> 教材の活用を進めている。

また医学部は、ハーバード大学及びインペリアル・カレッジと単
位互換の提携をし、本学学生4名がハーバード大学関連病院での
臨床実習に派遣され、単位を取得した。
歯学部では、アルクネット医学英語コースの試用、検討をしてい

る。
留学生センターでは、作成した「国際医療人のための用語用例

集」を留学生全員に配布し、日本語補講コースの授業等で使用し
ている。また、国際学会で英語による発表を効果的に行えるように
することを目指した「英語による学会発表準備コース」や海外留学
を考えている学生のために、「TOEFL-CBT受験のための集中セミ
ナー」を開講、実施することにより、英語教育の充実を図っている。

カウンセリングやアドバイジングな 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
ど派遣及び受入れ学生の生活相談
の充実を図る。<039>

留学生用住居の確保等、経済的 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
生活支援の方策を検討する。<040>

２．研究に関する実施状況
（１）研究水準及び研究の成果等に関する実施状況

中 ○目指すべき研究水準
・ 健康増進、予防医学・医療など罹患そのものを防ぐ２１世紀型医学・医療、歯学・歯

期 科医療、生命科学研究を推進するとともに、国際的な研究拠点の形成を図る。
○成果の社会への還元等

目 ・ 臨床応用を目指した研究を推進する。
・ 研究成果を広く社会に発信するとともに、臨床医学や医療産業への応用を推進す

標 る。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

○目指すべき研究水準を達成する
ための措置
研究者の受け入れ環境を整え、 【医歯学総合研究科・医系】 部局配分の間接経費で若手研究者（メディカルフェロー）を採用

国際的に優秀な研究者を確保でき 外国人を含む優秀な若手研究者 可能とするとともに、従前からの学長裁量経費による研究資金の支
る体制を構築する。<041> の萌芽的・創造的な研究を促進する 援を行っている。研究スペースについては医歯学総合研究棟(Ⅰ
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ために、研究資金、研究スペース面 期棟)の完成に伴い共用スペースをコモンラボとして若手研究者に
での優遇を図るなどの若手研究者 優先的に配分している。
推進制度の整備を検討する。<041-
1>

【医歯学総合研究科・歯系】 1．各国立大学歯学部と共同して、連携教育システムと拠点形成に
国内外の大学との連携による新 関して中間報告をまとめ、先端歯学国際教育研究機構(暫定移行

たな研究体制の導入について検討 組織)を設立した。
する。<041-2> 2．教授公募の際は早期に教授選考委員会を立ち上げ、優秀な研

究者を確保し、その研究者の研究が円滑に行われるように研究ス
ペース及び研究資金のサポートを行った。

【保健衛生学研究科】 従来、各研究室や実験室が分散しており非効率的だった研究
看護学・検査学における実践的 教育施設を医歯学総合研究棟(Ⅰ期棟)に統合し、効率的に研究

研究能力の育成を行うための研究 が行えるよう再整備を行った。
システムの構築について検討する。 また、研究科内における教育研究分野を再点検し、新たな教育
<041-3> 研究分野（看護システムマネジメント学分野）を創設した。

【生命情報科学教育部・疾患生命科 難治疾患研究所との連携のもとに、理化学研究所ゲノム科学総
学研究部】 合研究センター、同免疫・アレルギー科学総合研究センター、
連携分野の増設や教育研究基盤 ㈱NTTデータと提携して連携大学院を設置した。これら学外研究

の整備を行う。<041-4> 機関の施設・設備、人的資源を活用して教育研究基盤の整備を行
った。

【生体材料工学研究所】 産業技術総合研究所の優秀な研究者並びにトゥルク大学（フィ
連携大学との連携強化や客員教 ンランド）の教授を客員教授として招聘し研究交流を実施したのを

員制度の積極的な活用などにより、 始めとし、国内3大学、海外6機関との共同研究提携及び、国内10
国内外の優秀な研究者との研究交 大学との教育研究連携協定を締結した。
流を図る。<041-5>

【難治疾患研究所】 第3回東京医科歯科大学難治疾患研究所シンポジウムを開催し
国際交流協定先の拡大や海外の た。本シンポジウムでは統合的シグナル分子の疾患医科学につい

一流研究者招聘を行うなど、国際的 て国内外の先端的な研究者を招聘し、教員並びに若手の研究所
な難治疾患研究体制の構築を行う。 員との交流を図り、国際レベルの研究の活動推進を行った。
<041-6> また、国際交流協定先の一つである国立シンガポール大学分

子細胞生物学研究所を教授2名が訪問し、セミナーを行うとともに、
研究情報交換、並びに大学院生・研究者派遣プログラムの設定に
関して協議した。

【難治疾患研究所】 難治疾患研究所が中核となって日本学術振興会にて採択され
先端研究拠点事業を推進する。< た先端研究拠点事業「骨・軟骨疾患の先端的分子病態生理学研

041-7> 究の国際的拠点形成」のもとに、ワークショップ1回、セミナー5回、
シニア会議1回及び若手研究者ネット会議6回を開催した。

社会的に要請の高い重点領域分 【医歯学総合研究科・歯系】 1．各国立大学歯学部と共同して、連携教育システムと拠点形成に
野の研究を推進する。<042> 国内外の大学との連携による新 関して協議するとともに、それぞれの大学から教員を北米の先端

たな研究体制の導入について検討 的大学へ派遣し、将来にわたる社会的に高い要請のある重点領
する。<042-1> 域を探索した。また、これらの諸活動を中間報告にまとめ、先端歯

学国際教育研究機構（暫定移行組織）を設立した。
2．分野を超えたプロジェクト研究の企画・立案については、歯学系
先端研究委員会において検討を進めている。
3．社会的ニーズが高まっている口腔保健について、学問的基盤と
なる口腔保健学の確立を目的に、平成16年4月に口腔保健学科
を新設した。同時に、いくつかの社会福祉学系大学と教育・研究
での連携について協議した。

【生命情報科学教育部・疾患生命科 1．学外研究機関と提携した連携大学院を設置し、それらの施設・
学研究部】 設備、人的資源を活用して教育研究基盤の整備を行った。
連携分野の増設や教育研究基盤 2．ゲノム解析室、細胞プロテオーム解析室、形態機能解析室や遺

の整備を行う。<042-2> 伝子組換えマウス実験室等の共同利用施設への技術職員や研
究支援推進員の優先的配置により、各施設の稼働性が増した。
また、生命情報室の準備に向けた委員会を設置し、情報処理

支援体制に向けて検討に入るとともに、専属職員や大学院生リサ
ーチアシスタントなどによる支援についての検討に入った。
3．疾患生命科学研究部教員と研究部外の教員とのプロジェクト研
究を推進すべく、研究部の総予算の1割を充当した公募制のプロ
ジェクト研究制度を創設した。

【生体材料工学研究所】 下記プロジェクトを開始し、プロジェクトリーダーによる人的資源
バイオマテリアル・バイオエンジニ を含む研究資源の集中的配分を行い、研究成果については、情

アリングに関する理論を構築し、最 報発信と知的財産化のための取り組みを行った。
先端素材の創出と分子デバイスから 1）先端医療へのナノバイオサイエンスの応用研究
人工臓器を包含する応用研究を展 2）バイオインスパイアード・バイオマテリアルの創製と応用研究
開する。<042-3> 3）バイオサイエンステムエンジニアリングの先端医療への応用研

究

【難治疾患研究所】 難治疾患研究の国内拠点とするため、三大部門への改組、特
難治疾患研究を推進するため 定分野に所属せず研究を推進する「流動研究教員制度」の新設、

に、研究所の大部門の再編を進め 及び生体試料の適正な保管と供給を目的とした「バイオリソース
るとともに、部門の枠を超えたプロジ 室」を設置し体制整備を行った。
ェクト研究を実施する体制の整備を また、国際的研究拠点形成を目指して難治疾患に関する国際
行う。<042-4> シンポジウムを開催した。
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【教養部】 各教員の協力体制の下に、環境汚染物質（特に内分泌撹乱化
環境問題に関する共同研究計画 学物質）の測定装置や生物系への影響を評価するシステムの共同

の検討を行い、実施する。<042-5> 研究を実施している。また、専門委員としてOECDのテストガイドラ
イン策定や、環境省の各種委員会委員に参画し、これにともないト
ビに対する影響評価などの共同研究を行っている。

【附属図書館】 オンラインジャーナルを充実させるために、各研究室等からの購
オンラインジャーナルの充実など 入希望図書を図書委員会で検討し選定するとともに、ホームペー

研究に資する図書、資料の充実を ジで購入情報の周知を図った。
図る。<042-6>

２１世紀COEプログラムを中心とし 【２１世紀COEプログラム】 1．21世紀COEプログラム「歯と骨の分子破壊と再構築のフロンティ
て国際的な研究拠点の形成を図 「歯と骨の分子破壊と再構築のフ ア」は、本プログラムの実施計画どおり、事業推進担当者による研
る。<043> ロンティア」及び「脳の機能統合とそ 究の推進を行った。特に、大学院教育システムとして新たに創設

の失調」に係る研究及び人材養成 したシャペロン教官システムやスーパースチューデントシステムに
を行い、国際的な研究拠点の形成 より、様々な教育研究活動が行われ、またその活動については外
を推進する。<043-1> 部評価を受け、高い評価を得た。

2．21世紀COEプログラム「脳の機能統合とその失調」は、融合的
研究組織コアユニットの構築、横断的研究支援組織テクニカルイ
ンターフェースへ補助員を採用、インキュベーションラボとして若
手研究者への経済的研究支援の実施など研究システムが大幅に
発展した。これらの活動を中心に脳の機能統合とその失調の研
究教育拠点形成を推進し、最終的な脳統合機能研究センターの
完成を目指してその整備が進んでいる。

先端研究拠点事業を推進し、先 【難治疾患研究所】 難治疾患研究所が中核となって日本学術振興会にて採択され
進国との有機的な研究の連携を図 国内外の研究機関との連携によ た先端研究拠点事業「骨・軟骨疾患の先端的分子病態生理学研
る。<044> り、骨・軟骨疾患の分子病態生理学 究の国際的拠点形成」のもとに、ワークショップ1回、セミナー5回、

分野の国際的な研究拠点の形成を シニア会議1回及び若手研究者ネット会議6回を開催した。
推進する。<044-1>

○成果の社会への還元に関する具
体的方策
優れた研究成果を広く公表すると 広報活動の強化とITの活用等に 1．ホームページのトップページをリニューアルして、特に学外利用

ともに、政府、諸医療機関、国際機 より、研究成果を広く社会へ公開す 者の利便性を図るため、掲載項目を整理・編集するとともに、各
関等を通じて積極的に貢献してい る体制の構築を図る。<045-1> 部局等においてもホームページを活用した広報活動を展開して
く。<045> いる。また、オープンキャンパスや、公開イベント等を各部局等に

おいて積極的に企画・実施している。
2．生命情報科学教育部・疾患生命科学研究部及び難治疾患研
究所の共同で、流動研究教員制度の一環として、研究成果の社
会還元体制の充実を図る活動を企画する体制を検討している。
3．生体材料工学研究所は、研究成果の社会への還元を図るため
研究成果データベースシステムを構築し、所内教員に対する説
明会を行った。

研究成果を産学連携や医療に結 オープンラボの活用や知的財産 1．医歯学総合研究科医学系は、オープンラボを活用して、ソニー
びつける体制を整える。<046> 本部・TLOの活用等により、産学連 ㈱ライフサイエンスラボラトリーを招致し、共同研究を開始した。

携を積極的に推進する。<046-1> 2．生命情報科学教育部・疾患生命科学研究部及び難治疾患研
究所の共同で、流動研究教員制度の一環として、研究成果の社
会還元体制の充実を図る活動を企画する体制を検討している。
3．知的財産本部の積極的な活動により、発明等の本学帰属の方
針が周知され、発明届出件数が昨年度と比較して倍増している
（平成16年度102件）。また、企業との共同研究件数及び研究費も
増加し、企業と結びついた出願が増え、寄附講座の開設へと発
展した共同研究も行われており、医歯学総合研究科歯学系では
知的財産本部の協力を得て、自己特許を基盤とした研究成果活
用企業を数社設立するに至っている。
さらに、知的財産本部のアドバイスによる適正な契約締結と権

利行使を意識した特許クレーム作成が行われている。

研究成果をタイムリーにかつ的確 1．医学部附属病院では、高度先進医療としての活性化Tリンパ球
に情報提供できる体制の整備につ 移入療法が認可され、重症感染症を中心に施行している。高度
いて検討する。<046-2> 先進医療にはさらに活性化自己リンパ球移入法も認められ、5件

については申請中である。また、臨床試験管理センターでは、今
年度において治験58件、(自主)臨床試験36件について円滑な実
施のサポートを行っており、研究成果を医療に結びつける体制を
整えることができた。
さらに、歯学部附属病院においても「歯科器材・薬品開発セン

ター」を開設し、歯科材料等に関する治験を積極的に行う体制を
整えている。
2．生命情報科学教育部・疾患生命科学研究部及び難治疾患研
究所の共同で、流動研究教員制度の一環として、研究成果の社
会還元体制の充実を図る活動を企画する体制を検討している。
3．知的財産本部は、特許情報誌「LIFE SCIENCE REPORT」
を予定通り3回発行した。その内容は最先端技術並びに最新特
許事例を盛り込んでいて企業の評判も良い。

（２）研究実施体制等の整備に関する実施状況

中 ○研究者の配置
・ 研究を推進するに相応しい研究者を配置する。
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期 ○ 研究環境の整備
・ 多様なニーズに応える学術研究を支える組織と環境を整える。

目 ○知的財産の創出等と社会への還元
・ 研究成果を知的財産として管理・運用して社会に貢献する。

標 ○研究の質の向上システム
・ 高度な研究を推進するため改善・評価システム等を整える。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

○適切な研究者等の配置に関する
具体的方策
学部・研究科・附置研究所等の研 自己点検評価、外部評価などの 医歯学総合研究科は、医学と歯学の融合、基礎と臨床の協力

究実施体制を継続的に見直し、弾 結果を研究実施組織の検討に活用 体制が敷かれており、実績を上げつつある。さらに、21世紀COEプ
力的な体制の整備のあり方につい し、基礎と臨床の融合や、組織の枠 ログラムでは生体材料工学研究所、難治疾患研究所も加わり一層
ての検討を進める。<047> を超えた研究体制を実行するため 学内の相互協力体制が推進され、基礎－臨床融合的研究組織

の方策について検討する。<047-1> （コアユニット）の活動も開始している。
各部局等内においては、研究プロジェクトを推進するための委

員会等により、計画的に検討を行っている。
なお、二つの附置研究所においては人材の活性化・有効活用

のため、独立助教授制度（生体材料工学研究所）、流動研究教員
制度（難治疾患研究所）を創設した。

国内外の大学との連携による新 1．四大学連合を活用して、学部学生のみならず、大学院生の教
たな教育・研究体制の導入につい 育研究交流における三大学間協定に基づき協力体制を構築し
て検討する。<047-2> た。

2．医歯学総合研究科医学系では、世界保健機関（WHO）並びに
大学間連携を活かして、留学生特別コースに専門技術を備えた
人材を受け入れ、教育研究を実施しており、留学生派遣国との共
同研究へと発展している。
3．医歯学総合研究科歯学系では各国立大学歯学部と共同して、
連携教育システムと拠点形成に関して中間報告をまとめ、先端歯
学国際教育研究機構（暫定移行組織）を設立した。
4．学外研究機関と提携した連携大学院を設置し、それらの施設・
設備、人的資源を活用して教育研究基盤の整備を行った。
5．生体材料工学研究所では、他大学との研究連携を推進するた
めに、特別研究生（仮称）を積極的に受け入れる計画を近隣の10
大学と検討している。

研究教育活動に係る評価を研究 全学的に対応するための評価体制として、組織の設置について
実施体制の検討に活用するための 検討を行い、評価担当理事が室長となって、教員と事務職員で構
評価制度について検討を行う。<047 成する評価情報室を設置することとした。その評価情報室におい
-3> て、全学的な自己点検・評価及び外部評価システムに関する検討

を行うこととした。

海外からの研究者も含めた研究 国際交流協定の締結などにより、 1．先端研究拠点事業「骨・軟骨疾患の先端的分子病態生理学研
スタッフの充実を図り、国際的な研 学生、教員の交流などを行い、客員 究の国際的拠点形成」、21世紀COEプログラム「歯と骨の分子破
究拠点を形成できる体制を構築す 教員制度や共同研究プロジェクトな 壊と再構築のフロンティア」「脳の機能統合とその失調」により海外
る。<048> どを効果的に活用することで、研究 研究者との共同研究推進体制を整備している。

スタッフの充実を図る。<048-1> 2．医歯学総合研究科医学系では、米国人教員を採用して学生教
育を行うとともにハーバード大学医学部、インペリアルカレッジ医
学部と学生の交流を行っている。また、世界保健機関（WHO）並
びに大学間連携を活かして、留学生特別コースに専門技術を備
えた人材を受け入れ教育研究を実施しており、留学生派遣国と
の共同研究へと発展している。
医歯学総合研究科歯学系の研究者についても、米国より優秀

な研究者を客員教授として迎え、若手研究者の育成をサポートし
ている。また、拠点大学協定によりアジアの研究者の招聘を推進
し、研究拠点を形成できる体制を整備している。
3．生命情報科学教育部・疾患生命科学研究部は、海外の研究教
育機関（ドイツリウマチ疾患研究センター、グダニスク医科大学）と
交流協定を締結した。また、ゲッチンゲン大学や北京大学などと
も交流協定締結の交渉を行っている。
4．生体材料工学研究所では、トゥルク大学（フィンランド）や産業技
術総合研究所の優れた研究者を客員教授として招聘し、研究交
流を実施した。
5．難治疾患研究所では、海外の一流研究者を招聘し、国際シン
ポジウムを開催した。また、難治疾患研究体制の充実を図るた
め、国際交流協定先拡大についての審議を行い研究協定の提
携を目指している。なお、国際交流協定先の一つである国立シン
ガポール大学分子細胞生物学研究所を教授2名が訪問し、セミ
ナーを行うとともに、研究情報交換並びに大学院生・研究者派遣
プログラムの設定に関して協議した。
6．疾患遺伝子実験センターは、オックスフォード大学とジャクソン
研究所（米国）と骨細胞分化の共同研究を行った。

国内外の大学との連携による新 1．四大学連合を活用して、学部学生のみならず、大学院生の教
たな教育・研究体制の導入につい 育研究交流における三大学間協定に基づき協力体制を構築し
て検討する。<048-2> た。

2．医歯学総合研究科医学系では、世界保健機関（WHO）並びに
大学間連携を活かして、留学生特別コースに専門技術を備えた
人材を受け入れ教育研究を実施しており、留学生派遣国との共
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同研究へと発展している。
3．医歯学総合研究科歯学系では、各国立大学歯学部と共同して
連携教育システムと拠点形成に関して中間報告をまとめ、先端歯
学国際教育研究機構（暫定移行組織）を設立した。
4．生命情報科学教育部・疾患生命科学研究部は、海外の研究教
育機関（ドイツリウマチ疾患研究センター、グダニスク医科大学）と
交流協定を締結した。また、ゲッチンゲン大学や北京大学などと
も交流協定締結の交渉を行っている。
5．生体材料工学研究所では、産業技術総合研究所とトゥルク大学
（フィンランド）の優れた研究者を客員教授として招聘し、研究交
流を実施した。

最先端の研究を可能とする研究 国際交流協定の締結などにより、 1．先端研究拠点事業「骨・軟骨疾患の先端的分子病態生理学研
スタッフを確保できる体制を整備す 学生、教員の交流などを行い、客員 究の国際的拠点形成」、21世紀COEプログラム「歯と骨の分子破
る。<049> 教員制度や共同研究プロジェクトな 壊と再構築のフロンティア」「脳の機能統合とその失調」により海外

どを効果的に活用することで、研究 研究者との共同研究推進体制を整備している。
スタッフの充実を図る。<049-1> 2．医歯学総合研究科医学系では、米国人教員を採用して学生教

育を行うとともにハーバード大学医学部、インペリアルカレッジ医
学部と学生の交流を行っている。また、世界保健機関（WHO）並
びに大学間連携を活かして留学生特別コースに専門技術を備え
た人材を受け入れ、教育研究を実施しており、留学生派遣国との
共同研究へと展開している。
医歯学総合研究科歯学系の研究者についても、米国、カナダ

から優秀な研究者を客員教授として迎え、若手研究者の育成を
サポートしている。また、拠点大学協定による共同研究推進体制
を整備し、研究者の交流による研究スタッフの充実を図っている。
3．生命情報科学教育部・疾患生命科学研究部は、海外の研究教
育機関（ドイツリウマチ疾患研究センター、グダニスク医科大学）と
交流協定を締結した。また、ゲッチンゲン大学や北京大学などと
も交流協定締結の交渉を行っている。
4．生体材料工学研究所では、トゥルク大学（フィンランド）や産業技
術総合研究所の優れた研究者を客員教授として招聘し、研究交
流を実施した。
5．難治疾患研究所では、海外の一流研究者を招聘し、国際シン
ポジウムを主催した。また、難治疾患研究体制の充実を図るた
め、国際交流協定先拡大についての審議を行い研究協定の提
携を目指している。なお、国際交流協定先の一つである国立シン
ガポール大学分子細胞生物学研究所を教授2名が訪問し、セミ
ナーを行うとともに、研究情報交換並びに大学院生・研究者派遣
プログラムの設定に関して協議した。
6．疾患遺伝子実験センターは、オックスフォード大学とジャクソン
研究所（米国）と骨細胞分化の共同研究を行った。

優秀な研究者を確保するため、 教員業績評価については各部局等により対応しているが、全学
自己点検評価、外部評価などの結 的な評価方針の統一については現在調査段階にある。
果を活用し、インセンティブ付与を 各部局等における実施状況については、医歯学総合研究科歯
行う体制の構築について検討する。 学系、生命情報科学教育部・疾患生命科学研究部、生体材料工
<049-2> 学研究所、難治疾患研究所については実施体制が確立されてお

り、それぞれインセンティブ付与あるいは付与体制の検討を行って
いる。
現在は実施に至っていない部局等においても、教員業績評価

について具体的な検討を行っており、全教員の業績評価実施への
下地が整いつつある。

国内外の大学との連携による新 1．四大学連合を活用して、学部学生のみならず、大学院生の教
たな教育・研究体制の導入につい 育研究交流における三大学間協定に基づき協力体制を構築し
て検討する。<049-3> た。

2．医歯学総合研究科医学系では、世界保健機関（WHO）並びに
大学間連携を活かして、留学生特別コースに専門技術を備えた
人材を受け入れ、教育研究を実施しており、留学生派遣国との共
同研究へと発展している。
3．医歯学総合研究科歯学系では各国立大学歯学部が共同して、
連携教育システムと拠点形成に関する協議をするとともに、中間
報告をまとめ、先端歯学国際教育研究機構（暫定移行組織）を設
立した。
4．学外研究機関と提携した連携大学院を設置し、それらの施設・
設備、人的資源を活用して教育研究基盤の整備を行った。
5．生体材料工学研究所では、産業技術総合研究所の優れた研
究者を客員教授として招聘し、研究交流を実施した。

○研究資金の配分システムに関す
る具体的方策
戦略的・先導的研究活動の活性 重点研究プロジェクトや研究拠点 21世紀COEプログラムを中心に特別推進研究など大型プロジェ

化を促進するための体制の整備を 形成といった戦略的・先導的研究活 クトを全学的に支援する方針が打ち出されており、これらのプロジ
図る。<050> 動へ重点的に研究資金を配分する ェクトに対して優先的に教育研究環境を支援する試みが開始され

ための方策について検討を行う。<0 ている。
50-1> また、各部局等内においてはそれぞれ、研究プロジェクトを推進

するための委員会等によりプロジェクト研究の企画や評価に関する
検討を行っており、一部、プロジェクトへの研究費の傾斜配分を実
施した。

○研究に必要な設備等の活用・整
備に関する具体的方策
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研究支援組織として、全学共用の 先端研究支援センター、疾患遺 1．疾患モデルとして有用な遺伝子改変動物を全学的なレベルで
各センターのあり方を検討する。<05 伝子実験センター等の学内共用施 作出、維持、繁殖させるための特別施設を医歯学総合研究棟(Ⅰ
1> 設の学部、研究科、研究所等への 期棟)地下に設置、整備している。

研究支援体制の見直しを行い、研 2．医歯学総合研究棟（Ⅰ期棟）に2つの21世紀COEプログラム「歯
究設備の共有化の推進等による効 と骨の分子破壊と再構築のフロンティア」及び「脳の機能統合とそ
率的な運用と研究者へのサービス の失調」の研究室として、約660㎡の面積を新たに設置した。
の充実を図る。<051-1> 3．再生･細胞医療実験施設の充実のため全学委員会を設立し、

施設の運用基準等について協議し、骨・血管・肝・神経・造血幹
細胞再生医療について、順次実験施設を活用して研究を行う方
向性が確認された。
4．生命情報科学教育部、疾患生命科学研究部及び難治疾患研
究所の連携体制のもとに、ゲノム解析室、細胞プロテオーム解析
室、形態機能解析室や遺伝子組換えマウス実験室等への人員の
優先的配置、バイオリソース室の設置によって、疾患タンパクやプ
ロテオーム解析に必要な機器の管理体制を確立し、プロジェクト
研究の推進体制を構築した。またさらに、生命情報室開設の準備
のために委員会を立ち上げ更なる研究支援の検討に入った。
5．共同教育実験施設については、各組織（センター等）でそれぞ
れの施設を利用するにあたり技術マニュアルの作成を行い、また
計画的に講習会等を企画・実施し、利用者の安全管理や実験支
援体制の向上に努めている。
6．ゲノム医療や先端的情報技術における教育・研究・診療を支援
するための「統合的生命医療情報センター」の新設に向け、寄附
部門を創設し必要な人員を配し検討している。

○知的財産の創出、取得、管理及
び活用に関する具体的方策
知的財産ポリシーに基づいて本 知的財産本部を中心として各研 昨年4月の法人化後、学内研究者に説明会、発明等の相談を

学の知的財産を管理・運用し、産業 究組織が連携し、知的財産ポリシー 積極的に展開し、知的財産本部の存在を認識されつつある。その
界への権利の移転・活用促進などを に基づく知的財産管理・運用体制を 結果、発明件数は昨年度に比べ飛躍的に増加し、その中で特許
効率的に行っていく。<052> 構築し、産業界への権利の移転・活 出願すべきかどうか多角的に検討を行っている。

用を促進する。<052-1>

○研究活動の評価及び評価結果を
質の向上につなげるための具体的
方策
研究組織及び個々の教員の研究 研究組織及び個々の教員の研究 全学的に対応するための評価体制として、組織の設置について

活動、研究実施体制、教育・診療社 活動、研究実施体制、教育・診療社 検討を行い、評価担当理事が室長となって、教員と事務職員で構
会貢献等に関する客観的な評価を 会貢献等に関する客観的な評価を 成する評価情報室を設置することとした。その評価情報室におい
実施する体制のあり方について検 実施する体制のあり方について検 て、全学的な自己点検・評価及び外部評価システムに関する検討
討する。<053> 討する。<053-1> を行うこととした。

自己点検と併せて外部評価を積 自己点検・評価及び外部評価結 生命情報科学教育部・疾患生命科学研究部及び難治疾患研究
極的に活用する。<054> 果を、研究組織の見直しや、重点研 所において、外部委員のみで構成する運営諮問委員会を開催し、

究プロジェクトの検討に活用する体 組織としての活動評価を受けた。その結果は、研究活動の活性化
制の整備を図る。<054-1> を目的とした適正な人員配置の実施に活かす様工夫しているとこ

ろである。
また、教員業績評価については各部局等において対応してお

り、全学的な評価方針の統一について現在調査段階にあり、それ
ぞれの部局において方針が異なっている。医歯学総合研究科歯
学系、生命情報科学教育部・疾患生命科学研究部、生体材料工
学研究所、難治疾患研究所においては個々の教員の研究教育活
動の評価制度を整備しており、外部評価についてもこれを受ける
仕組みになっている。

３．その他の実施状況
（１）社会との連携、国際交流等に関する実施状況

○社会との連携・協力
中 ・ 社会からの多様なニーズにタイムリーに対応する。
期 ・ 生涯学習を含めた社会の学習ニーズに対応する。
目 ○国際交流・協力
標 ・ 海外からの、研究、教育、診療のニーズに対して、積極的に対応する。

・ 留学生にかかる体制を充実する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

○社会との連携協力のための方策
大学が有する知識、情報、技能、 公開講座や短期の履修コース等 全学での取り組みとして、「公開講座企画室」が連続公開講座を

問題解決能力などに対する社会の を開催し、本学の持つ知識、情報、 企画立案、実施している。平成16年度は全6回にわたり、「健康を
要請に応えるため、社会に開かれた 技能等を積極的に社会に還元す 守る（Ⅳ）－生活習慣病を知る－」と題して身近な健康や医療につ
窓口を整備する。<055> る。<055-1> いてわかりやすく解説し、一般市民に対して病気の予防、健康増

進、病気・治療に対する不安を解消することを目的しており、アンケ
ート調査による受講者の満足度調査も実施している。
また、各部局が主催したものとしては、医学部保健衛生学科に

おいて、「健康チェック」、教養部において、「小学生向け理科自由
研究」、「小中学生向け水泳教室」などを実施した。また、教養部国
府台キャンパスにおいて、地域の小学生に実験を交えた総合学習
の授業を行ったり、本学の留学生と地域小学生との交流の場を設
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けるなどの特徴的な取り組みをしている。
なお、知的財産本部において、数回にわたり国内外の特許関係

の専門家を招き、知的財産に関する講演会を実施した。
生命情報科学教育部・疾患生命科学研究部及び難治疾患研究

所においてはオープンキャンパスを実施し、研究成果を一般公開
した。また、ホームページを充実させて広報活動を強化するととも
に、研究成果の社会還元・社会貢献に関する業務のサポート体制
を検討している。
生体材料工学研究所において、特別研究生研修制度を設置す

るために委員会を設立させ、国内10大学との研究教育連携の推進
を図った。

知識･情報・技能の提供による付 企業等との連携分野の設置、関 生命情報科学教育部に、理化学研究所ゲノム科学総合研究セ
加価値の移転を積極的に実施す 係研究機関等との連携強化等によ ンター、同免疫・アレルギー科学総合研究センター、㈱NTTデータ
る。<056> り、積極的に外部との交流を進め と提携した連携大学院を設置し、積極的に外部との交流を行って

る。<056-1> いる。
また、知的財産本部内に技術移転センター（学内TLO）を立ち

上げ、これを軸に特許申請や、企業へのライセンス供与等を行っ
ている。

医療制度改革に必要となる諸情 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
報の収集及び提供のため、四大学
連合を活用し、大学院教育と連携し
た包括的な活動を行う。<057>

社会の学習ニーズを把握するとと 四大学連合などの枠組みを利用 知的財産本部では、四大学連合の枠組みを利用し、東京外国
もに、四大学連合の枠組みや他の した、従来の医学・歯学・保健衛生 語大学において知的財産管理のアドバイス、東京工業大学におい
教育研究機関との連携を活用して、 学の領域にとらわれない新たな内容 て知的財産管理におけるルール作りについての情報交換を行っ
包括的・横断的な生涯学習を実現 の公開講座等を、企画・実施する。< た。
する公開講座などを実施する。<058 058-1>
>

民間資金を活用した設備整備を 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
導入のあり方について検討する。<0
59>

○国際交流・協力のための方策
海外との研究、教育、診療におけ 国内外の大学、研究機関、公的 本学とハーバード・メディカル・インターナショナルとの提携によ

る人的交流のあり方を検討し、その 機関等との交流を深め、客員教員 るハーバード大学との交流や、医学科における、インペリアルカレ
計画策定、実行のサポート、実績評 制度などを積極的な利用や新たな ッジ医学部との交流協定の締結、大学院生命情報科学教育部に
価及び将来計画を管理するための 研究者派遣事業などの検討により、 おけるグダニスク医科大学、ドイツリウマチ研究所等、新たな国際
体制の充実を図る。<060> 教育・研究・診療に係る人的交流を 交流協定を積極的に展開している。

推進する。<060-1> また、歯学科の研究者についても、拠点大学協定によりアジア
の研究者の招聘を推進し、研究拠点を形成できる体制を整備して
いる。なお、歯学部における教育・研究・診療に係る国際交流の推
進は新たに整備された「歯学系国際交流室」において実施してい
る。
公的機関との連携については、例えば世界保健機関研究協力

センターではWHOのみならず国連大学、外国政府機関と共同研
究、共同事業を展開している。

国際社会に研究成果、教育プロ 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
グラムを発信するためのチャネルの
設置を検討するなど、研究教育実
績の向上を目指す。<061>

留学生教育環境の充実を図る。< 留学生教育プログラムの見直しを 留学生を対象とする大学院特別コースを開講し、すべて英語に
062> 行うとともに、英語による授業を増や よる教育を実施しているほか、JICA集団研修において受け入れた

す等の教育環境の整備を行う。<06 留学生に対しても、すべて英語による教育を実施している。
2-1> また、留学生センターでは、英語を学習したことのないアジア漢

字圏の留学生のために、基礎英語の科目を開講し基礎英語教育
を実施している。

短期交換留学生制度の充実を図 短期留学推進制度に関して、学生支援機構(JASSO)以外の財
る。<062-2> 団奨学金の獲得に努力している。その結果として、平成17年度より

2年間、サトー国際奨学財団との間で、本学歯学部と学生交流協
定を締結しているペラデニア大学からの留学生を1名ずつ受け入
れることで合意を得た。
医学部では、ハーバード・メディカル・インターナショナルとの提

携に基づき、本学から平成17年度のハーバード大学教育関連施
設における臨床実習派遣学生を6名決定し、渡米準備教育を実施
している。英国インペリアル・カレッジ医学部とも交流協定を締結
し、相互で学生交換を推進することとし、3ヶ月の予定の短期留学
生を3名受け入れている。

（２）附属病院に関する実施状況

【医学部附属病院】
○管理運営体制の強化等
・ 管理運営体制を強化して、病院運営の効率化と財政基盤の充実を図る。
○安全で良質な医療の提供
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・ 患者中心の安全かつ良質な全人的医療を提供する。
中 ○臨床研究の推進と医療の高度化

・ 高度先進医療の開発と実践及び先端医療の導入を推進する。
期 ○良質な医療人の育成

・ 「豊かな人間性と高度な医療技術を兼ね備えた医療人」の育成を図る。
目 【歯学部附属病院】

○管理運営体制の強化等
標 ・ 管理運営体制を強化して、病院運営の効率化と財政基盤の充実を図る。

○安全で良質な歯科医療の提供
・ 患者中心の安全かつ質の高い歯科医療を提供する。
○臨床研究の推進と歯科医療の高度化
・ 高度先端歯科医療の開発と実践を進める。
○良質な歯科医療人の育成
・ 人間性豊かな歯科医療人の育成を図る。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

【医学部附属病院】 【医学部附属病院】
病院長のリーダーシップを確立 病院長補佐体制の見直しなどに 経営改善、組織、診療・地域医療、研修・教育、危機管理、環境

し、病院管理運営機能を強化して、 よる管理運営体制の再構築を行う。 整備、医療サービス及び管理運営に関して各担当病院長補佐を
効率的な病院運営を推進するため <063-1> 決め責任体制を確立した。
のシステム及び運営体制の構築を
図る。<063>

部門別原価計算等の管理会計シ 管理会計システム導入し、部門別 国立大学病院管理会計システムの導入を行い、利用できる各種
ステムの導入による経営効率化を推 収支の分析・評価を行う。<064-1> データを取得するために以下のシステムとの連携を行った。
進する。<064> 1） 医事会計システム

2） 人事給与システム
3） タイムスタディシステム
4） 財務会計システム
また、データ精度を高めるために、物流システム及び治療材料

オーダーシステムとの連携を図るべく、医学部附属病院に「医用材
料システム委員会」を設置し、診療材料及び医薬品の費消データ
を高精度（患者別、部門別）に取得できるよう検討を行っている。

施設・設備の効率的かつ計画的 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
整備を図る。<065>

患者及び医療従事者の安全管理 リスクマネジメント体制の見直しを 医療事故防止対策を普及・実施するため、規則を改正しリスクマ
体制を強化する。<066> 行う。<066-1> ネージャーを選出した。

患者支援体制の強化、情報公開 診療予約システムの見直しを行 患者の診療待ち時間を少なくするための方策として、当日の他
等を行い患者サービスの向上を図 い、患者サービスの改善を図る。<06 科受診をスムースに行えるよう予約枠の見直しを行い運用してい
る。<067> 7-1> る。

診療内容や、安全対策等の病院 積極的な診療情報の公開について診療情報委員会で検討し、
情報の積極的な情報公開を行う体 病院運営検討委員会で決定している。本年度は本院の専門医を
制について検討する。<067-2> 広く紹介するための小冊子を作成し、また臓器別手術件数を院内

に掲示した。

国民の医療ニーズに即応できる 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
柔軟な組織編成を可能とする体制
を構築する。<068>

診療科枠を越えた患者中心の安 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
全かつ全人的医療を提供する体制
を構築する。<069>

一次あるいは二次医療機関との 一次あるいは二次医療機関との 様々な医療機関との密な連携を図るため、近隣の地区医師会を
連携や患者への医療情報の提供に 連携を強化・拡充し、地域医療の体 通じて本院の診療情報について提供している。
より、医療の質の向上を図る。<070> 制の充実を図る。<070-1>

医科と歯科との機能的連携を推 医学部附属病院と歯学部附属病 診療科を限定する形態ではあるが、両附属病院の医師合同に
進し医療の高度化を図る。<071> 院との連携を推進する。<071-1> よる診療体制のあり方について検討している。

研究成果の臨床への応用や先端 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
医療の導入を進める。<072>

高度先進医療、専門的医療の実 高度先進医療、専門的医療を実 細胞治療センターを設置し、厚生労働大臣から高度先進医療と
践のための体制整備を行う。<073> 践する体制の整備について検討を して承認された「活性化Ｔリンパ球移入療法」を実施している。

行う。<073-1>

職種毎の専門性に応じた教育・ 最新の医療に係るセミナーや講 研修医や指導医を対象としたものとして、各診療科、中央診療
研修コースの整備を図る。<074> 習会を行い、先端知識の理解と普 部門が主催する最新医療講座により先端知識の理解と普及により

及を図るとともに、医療従事者のマ 医療レベルの向上を図っている。
ナー向上や、資質の向上のための また、医療従事者や事務職員を対象として、様々な角度から病
研修を企画・実施する。<074-1> 院における安全対策や病院職員としてのマナー・サービスの向上

について、学内外の専門家を招いて実施している。

学外協力施設との連携を図り卒 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
前臨床実習及び卒後の初期及び専
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門臨床研修の充実を図る。<075>

卒後臨床研修における多角的な 卒後臨床研修に係る評価システ 臨床教育研修センターにおいて多様な研修プログラムを計画・
評価システムの整備と体制を構築す ムの構築について検討する体制を 実施しており、本院や協力病院の指導医に対する講習会も実施し
る。<076> 整備する。<076-1> ている。研修医の評価方法はEPOC（インターネットを利用した研

修評価・管理システム）によって行っており、これら実施体制につい
て、日本医療評価機構による試行調査を受けた。

【歯学部附属病院】 【歯学部附属病院】
病院長のリーダーシップを確立 病院長の専任化等による管理運 専任化に向けて、医療担当副病院長、研修担当副病院長、病

し、病院管理運営機能を強化して、 営体制の再構築を行う。<077-1> 院長補佐の責任担当分野を明確にし、病院長の迅速な意志決定
効率的な病院運営を推進するため （リーダーシップの確立）が図れるように管理運営体制を点検して
のシステム及び運営体制の構築を いる。
図る。<077>

部門別原価計算等の管理会計シ 管理会計システム導入し、部門別 国立大学病院管理会計システムの導入を行い、利用できる各種
ステムの導入による経営効率化を推 収支の分析・評価を行う。<078-1> データを取得するために、以下のシステムとの連携を行った。
進する。<078> 1） 医事会計システム

2） 人事給与システム
3） タイムスタディシステム
4） 財務会計システム

施設・設備の効率的かつ計画的 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
整備を図る。<079>

患者及び歯科医療従事者の安全 リスクマネジメント体制の見直しを リスクマネジメント体制の一層の整備を図るために、リスクマネー
管理体制を強化する。<080> 行う。<080-1> ジャー会議の下に置いたワーキンググループでインシデント・アク

シデントの分析評価を行っている。また、その原因と改善策をニュ
ースレターにまとめ、院内の職員に対し周知徹底させ、再発防止
に努めている。

患者支援体制の充実、情報公開 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
等を行い患者サービスの向上を図
る。<081>

歯科診療組織の再編をするととも 診療録の統一化を図る等の診療 各科カルテを廃止し、歯科診療録（外来用）を統一様式に改め、
に診療支援職員の適正配置等を行 体制に関する見直しを行う。<082-1 初診患者から使用している。平成17年度中にはカルテラックの入
って、歯科医療の質の向上と、歯科 > れ替えを行うとともに、再来新患、継続患者についても統一様式に
診療の効率化を図る。<082> 切り替えを行う予定である。

また、患者サービスの観点から、可能な限り日帰り入院を促進し
ており、さらに平成17年4月から歯科保健指導、歯科予防処置の充
実化・効率化のために歯科衛生士の増員を行うことで調整してい
る。

医科と歯科との機能的連携を推 医学部附属病院と歯学部附属病 医学部附属病院からの救命救急センターの設置に向けた申し
進し歯科医療の高度化を図る。<08 院との連携を推進する。<083-1> 入れに対して、本院では口腔外科医の派遣による協力を行うことと
3> した。

研究成果の臨床への応用や先端 歯科材料等に関する治験を積極 歯科器材・薬品開発センターを設置し、新しい歯科材料や薬品
歯科医療の導入を進める。<084> 的に行う体制の整備を行う。<084-1 等の情報収集及び臨床研究、臨床応用ができる体制を整えた。

>

先端歯科医療の見直し等を行う。 先端歯科医療の稼働状況を把握し、見直しを行っている。
<084-2>

一般歯科医療では行われ難い難 難治性歯科疾患等への取り組み 総合診療科を新設し、四大診療科とし、特殊な口腔疾患や機能
治性歯科疾患等への取り組みを継 のため、専門外来の見直し行う。<08 障害に対応するため、息さわやか外来及び摂食リハビリテーション
続して進める。<085> 5-1> 外来を開設した。

地域歯科医療を推進するための 病診連携による地域医療に貢献するため、地域歯科医療連携
体制を整備する。<085-2> センターを設置した。台東区及び台東区歯科医師会から連携歯科

医療の申し込みがあり、連携を進める方向で検討している。

歯科器材・薬品の開発･治験を行 歯科器材・薬品の開発、治験を積 歯科器材・薬品開発センターを設置し、新しい歯科材料や薬品
う体制を整備する。<086> 極的に行う体制の整備を行う。<086 等の情報収集及び臨床研究、臨床応用ができる体制を整えた。

-1>

臨床教育、生涯教育、臨床研究 臨床教育や生涯教育について、 歯科総合診療部の人員を増強し、臨床研修の管理・運営体制
体制の充実を図る。<087> 一貫した歯科教育を行う体制につ を整備した。また、歯科臨床研修センターを開設し、指導歯科医講

いて検討する。<087-1><088-1> 習会を実施している。
卒前臨床実習、卒直後研修、生 卒前臨床教育については、新歯学カリキュラム施行に向けて、

涯研修等、一貫した歯科医師及び 「包括総合臨床実習カリキュラム」を実施している。
コデンタルスタッフの教育･研修シス コ・デンタルスタッフも含めた生涯臨床教育については、口腔保
テムを構築する。<088> 健教育研究センターと連携してカリキュラムを検討している。

（３）研究所に関する実施状況

【生体材料工学研究所】
中 ○生体材料並びに生体工学に関する世界的先導研究拠点を目指す。

○生体材料工学に関する知的財産の創出並びに情報発信拠点として機能する。
期 ○研究成果の医歯学への応用を図り、研究者育成を含む社会への還元を推進する。
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【難治疾患研究所】
目 ○治療の困難な疾患の病因の基盤となるメカニズムの研究を推進し、診断並びに治療

に寄与する知見を社会に提供する。
標 ○我国における難治疾患・遺伝性疾患の研究・診断・治療の中心的な情報基盤を提供

する拠点として機能する。
○難治疾患研究を担う次世代の若手研究者を養成する研究の場を確立する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

【生体材料工学研究所】 【生体材料工学研究所】
バイオマテリアル・バイオエンジニ 国内外の大学や研究施設との連 産業技術総合研究所とトゥルク大学（フィンランド）から客員教授

アリングに関する世界的最先端研究 携を強化し、バイオマテリアル・バイ を招聘した。また、共同研究の締結を積極的に行い、国内3大学、
を実施する体制を構築する<089> オエンジニアリングに関する情報・ 海外6機関と締結し、教育研究連携は国内10大学と行っている。

知識の集積を図り、基礎研究・応用
研究を進展させる体制を整備する。
<089-1>

プロジェクトラボを整備し、先端研 改修によるスペースの捻出とプロジェクトラボの整備・充実を実
究を積極的に推進する体制の構築 施した。
を図る。<089-2>

若手研究者の育成及び学生の教 1．若手研究者の育成及び大学院生のインセンティブ付与のため、
育体制等の見直しを進める。<089-3 研究奨励賞コンペティションを実施した。
> 2．独立助教授制度を制定し、1名について実施した。

3．自己評価結果に基づいて個別面談を実施した。

人材を含む研究資源を弾力的か 組織や部門の枠にとらわれない 自己評価に基づき研究費を傾斜配分するとともに、独立助教授
つ機動的に活用し、研究基盤・支援 資源配分の仕組みや、研究基盤・ 制度を制定し、組織の活性化を促した。
体制の整備を図る。<090> 支援体制の再構築のための検討を

行う。<090-1>

バイオマテリアル・バイオエンジニ 先端医療へのナノバイオサイエン 重点領域について、分野間における研究連携の実施や、プロジ
アリングに関する学際的基礎を深化 スの応用や、バイオインスパイアード ェクトリーダーによる研究資源の集中的配分と成果報告のフィード
させ、分子デバイスから人工臓器を ・バイオマテリアルの創製と応用、バ バックを重視し、その研究成果については積極的な社会への発信
包含する先端的応用研究を推進す イオシステムエンジニアリングの先端 ・特許申請を行った。
る。<091> 医療への応用等、本研究所におけ

る重点領域について積極的に推進
する。<091-1>

【難治疾患研究所】 【難治疾患研究所】
難治疾患の病態生理学研究に対 国内外の大学や研究施設との連 海外の一流研究者を招聘し、国際シンポジウムを開催した。ま

して、革新的かつ先端的な技術を 携を強化し、研究者交流や共同研 た、難治疾患研究体制の充実を図るため、国際交流協定先拡大
常に導入し、かつ駆使して解明する 究を積極的に推進し、難治疾患の について審議を行い研究協定の提携を目指している。なお、国際
研究体制を構築する。<092> 病態基盤に対する研究体制を強化 交流協定先の一つである国立シンガポール大学分子細胞生物学

する。<092-1> 研究所を教授2名が訪問し、セミナーを行うとともに、研究情報交換
並びに大学院生・研究者派遣プログラムの設定に関して協議し
た。

学術先進国との先端研究拠点事 難治疾患研究所が中核となって日本学術振興会にて採択され
業を推進する。<092-2> た先端研究拠点事業「骨・軟骨疾患の先端的分子病態生理学研

究の国際的拠点形成」のもとに、平成16年度にワークショップ1回、
セミナー5回、シニア会議1回及び若手研究者ネット会議6回を開催
した。

難治疾患克服の社会的ニーズに 研究部門の見直しを行い、先端 難治疾患研究を推進するため個々の分野を統合して三大部門
呼応した研究基盤を整備するととも 的な難治疾患研究に対応した研究 よりなる研究体制を設置した。
に本学臨床各科と連携し、難治疾 体制・研究基盤の整備を行う。<093
患・遺伝性疾患の研究・診療体制を -1>
支援する。<093>

社会的ニーズに柔軟に呼応可能 三大部門よりなる研究体制を推進し、部門会議により研究交流
な研究体制の導入について検討を を図り、常に社会的ニーズに合わせた先進的研究体制の構築を
行う。<093-2> 目指している。

難治疾患研究基盤と基礎生命科 難治疾患研究基盤と基礎生命科 生命情報科学教育部・疾患生命科学研究部と緊密な連携及び
学基盤を融合した学際的研究を推 学基盤を融合した学際的研究を推 研究協力体制を強化している。すなわち、疾患生命科学研究部の
進する。<094> 進するために、疾患生命科学研究 教員と難治疾患研究所の教員が協力して研究ユニットを構成して

部・生命情報科学教育部との連携 いる。また、特定分野に所属せず研究を推進する「流動研究教員」
による新たな研究体制の導入を図 制度を創設し、説明会を実施した。
る。<094-1>

難治疾患研究の先端研究を担う 若手研究者の育成及び学生の教 将来の難治疾患研究を担う若手研究者の育成のために、将来
若手研究者の育成を図る。<095> 育体制等の見直しを進める。<095-1 に向けた萌芽的な研究、部門の枠組みを越えた研究等を担当す

> るプロジェクト研究と「流動研究教員」制度を新設し、説明会を実施
した。

（４）附属学校に関する実施状況

中 ○教育活動の基本方針
期 ・ 豊かな人間性と専門職としての高い倫理観を有し、口腔保健学の高度な専門的知
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目 識と技能を備えた歯科医療従事者の育成を図る。
標 ○学校教育・運営体制

・ 学校の教育理念の実現にふさわしい教育･運営体制を構築する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

教育活動の基本方針に応じた教 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
育内容を確認･整備の上、歯学部及
び歯学部附属病院を中心とした各
部局等との密接な連携体制の充実
を図る。<096>

口腔保健分野における高度な教 口腔保健分野における高度な教 平成16年4月、口腔保健学科を開設し、教員組織を整備した。
育研究体制のあり方について検討 育研究体制のあり方について検討
し、整備を図る。<097> する。<097-1>

Ⅱ．業務運営の改善及び効率化
１．運営体制の改善に関する実施状況

中 ○効率的な組織運営
期 ・ 効率的・機動的な組織運営体制を整備する。
目 ○戦略的な学内資源配分の実現
標 ・ 全学的な経営戦略に立った運営、戦略的な学内資源配分の実現等を目指す。

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

○効率的な組織運営のための方策
全学的視点に立った経営戦略を 学長を中心とした運営体制を構 国立大学法人として経営戦略上、重要な問題は定例役員会及

企画・実施する運営体制を整備す 築し、その中で大学運営に関する企 び随時開催される理事懇談会において協議し、必要な場合は、各
る。<098> 画立案、経営戦略の策定について 業務担当理事が責任者となって、教員と事務職員が融合したチー

具体的に検討する組織等を設置し ムを編成し、問題解決に当たっている。この方法は大学としては比
検討を行う。<098-1> 較的小規模な本学にとって、機動性のあるフレキシブルな体制とし

て十分機能し、教育、研究、診療及び財務等の諸領域において効
果を挙げている。しかし国立大学法人の将来的な課題に対応する
ため、評価担当理事が室長となって、教員と事務職員で構成する
評価情報室を設置することとした。その評価情報室において、実状
と課題について自己点検を行い、戦略的な組織作りに必要な情報
の把握を行うこととした。

大学運営の意思決定に当たって 経営戦略を確実に実行していくた 国立大学法人の将来的な重要課題に対応するために、評価担
調査・企画等に関して支援する体制 めに、国立大学法人としての教育研 当理事が室長となって、教員と事務職員で構成する評価情報室を
の整備を図る。<099> 究活動の一層の高度化と附属病院 設置することとした。その評価情報室において、教育研究活動及

の質の向上と効率的運用とを並行し び附属病院の質の向上と効率的運用を支援するため、実状と課題
て実現させ得る仕組み作りについて について自己点検を行うこととした。
検討を行う。<099-1>

経営戦略に基づいた迅速な学部 委員会等の見直しを行い、部局 委員会等については、当面は現行の委員会を活用することとし
運営が可能となるよう、部局間の連 間の連絡調整が迅速に行われるよう ているが、法令・指針等に基づき設置すべき委員会とそれ以外に
絡調整の強化を図る。<100> な体制構築の検討を行う。<100-1> 区分し、それ以外の委員会については、必要最小限にするよう検

討を行った。

○戦略的な学内資源配分の実現の
ための方策
全学的視点から戦略的な学内資 学長を中心とした運営体制を構 経営戦略的な教育・研究資金やスペース等の学内資源の配分

源配分を行う体制を構築する。<101 築し、経営戦略に沿った戦略的な を下記のとおり実施した。
> 学内資源配分を行う体制について 1．教育研究スペースを有効利用するため、医歯学総合研究棟等

検討を行う。<101-1><102-1> に共用スペース（コモンラボ、オープンラボ）を設置した。
教育研究等の成果に基づく重点 2．学長裁量経費を設定し、ハーバード・メディカル・インターナショ

的な資源配分を推進する。<102> ナルとの医学教育提携など戦略的経費の配分を実施した。
3．21世紀COEプログラムを中心に全学的な教育研究プロジェクト
については、優先的に教育研究環境の全学的支援を実施した。

２．教育研究組織の見直しに関する実施状況

中期 ○教育研究組織の編成の見直し
目標 ・ 教育研究組織のあり方について社会ニーズ、学術動向を踏まえた体制を構築する。

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

○教育研究組織の編成・見直しの
システムに関する具体的方策
教育、研究、診療それぞれの項 教育・研究・診療組織の活性化に 経営戦略を確実に実行するためには、先ず現状を把握する必

目別の評価を行うとともに、教員、学 活用可能な評価システムの構築に 要があり、評価担当理事が室長となって、教員と事務職員で構成
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生、患者といった様々な視点からの 関する検討を行う。<103-1><104-1> する評価情報室を設置することとした。その評価情報室において、
評価を行うことで、教育・研究・診療 教育、研究、診療及び財務等を組織的に評価し、戦略的な組織作
組織の活性化に活用可能な評価シ りに必要な情報の把握を行うこととした。
ステムの導入を図る。<103>

上記の評価は、昇進、表彰、任期
制に連動させ、優秀な人材の確保
に努める。<104>

教育、研究、診療の各組織の在り 人員配置の見直しも含めた、全学 医歯学総合研究科では、教育研究体制の充実のために、分野
方を検討し、最適な運営形態の実 的な組織体制の見直しを行い、人 及び授業科目の新設・変更を検討した。
現を目指す。<105> 材の有効活用、適切な人員配置が 医学部附属病院では、優秀な人材の確保及びモチベーション

可能なシステムに関する検討を行 の向上による、附属病院の体制強化を目的に、法人化に伴う弾力
研究組織と診療組織との関係を う。<105-1><106-1><107-1> 的な人事運営として、常勤看護師の定員の拡充による（50名）処遇

明確にし、教育・研究・診療に係る 改善を検討し、平成17年度に実施することとした。
教員の権限と責任の明確化を図る。 歯学部附属病院では歯科保健指導等の充実及び病院経営の
<106> 改善を目的に、法人化に伴う弾力的な人事運営として、看護師定

員の歯科衛生士定員への振替えを検討し、平成17年度に実施す
学生に対する総合的な指導の充 ることとした。

実を図るための体制について検討 学生に対する総合的な指導の充実を図るための体制の検討に
する。<107> ついては、各部局等で構想・検討されているステューデントセンタ

ーやアカデミックサポートセンターなどを集約化し、全学的な体制
として構築する必要がある。このような観点から、平成18年度以降
検討に着手するために、各部局等の共通問題について調査、意
見交換を行っている。

○教育研究組織の見直しの方向性
海外の権威ある諸大学との連携 海外の大学と積極的な連携を行 1．先端研究拠点事業「骨・軟骨疾患の先端的分子病態生理学研

などを推進し、国際的な競争力のあ う。<108-1> 究の国際的拠点形成」、21世紀COEプログラム「歯と骨の分子破
る教育研究組織を構築する。<108> 壊と再構築のフロンティア」「脳の機能統合とその失調」により海外

研究者との共同研究推進体制を整備している。
2．医歯学総合研究科医学系では、米国人教員を採用して学生教
育を行うとともにハーバード大学医学部、インペリアルカレッジ医
学部と学生の交流を行っている。また、世界保健機関（WHO）並
びに大学間連携を活かして、留学生特別コースに専門技術を備
えた人材を受け入れ教育研究を実施しており、留学生派遣国と
の共同研究へと発展している。
医歯学総合研究科歯学系の研究者についても、米国から優秀

な研究者を客員教授として迎え、若手研究者の育成をサポートし
ている。
3．生命情報科学教育部・疾患生命科学研究部は、海外の研究教
育機関（ドイツリウマチ疾患研究センター、グダニスク医科大学）と
交流協定を締結した。また、ゲッチンゲン大学や北京大学などと
も交流協定締結の交渉を行っている。
4．生体材料工学研究所では、トゥルク大学（フィンランド）の教授を
客員教授として招聘し、研究交流を実施した。この他、海外の6機
関と共同研究の締結をしている。
5．難治疾患研究所では、海外の一流研究者を招聘し、国際シン
ポジウムを主催した。また、難治疾患研究体制の充実を図るた
め、国際交流協定先拡大についての審議を行い研究協定の提
携を目指している。なお、国際交流協定先の一つである国立シン
ガポール大学分子細胞生物学研究所を教授2名が訪問し、セミ
ナーを行うとともに、研究情報交換並びに大学院生・研究者派遣
プログラムの設定に関して協議した。
6．疾患遺伝子実験センターは、オックスフォード大学とジャクソン
研究所（米国）と骨細胞分化の共同研究を行った。

在学中の学生評価のみならず、 教育システム改善のための方策 学内の教育システムの改善方策を検討するにあたり、教務シス
卒業生の追跡調査・評価を行うこと について検討を行う。<109-1> テムや学生評価体制など、各部局に共通する課題や問題点につ
により、教育システムの恒常的改善 いて意見交換を重ね、さらに検討することとしている。
を図る。<109>

重点的研究テーマの推進体制等 重点的研究テーマについて、組 学長が座長となり、研究担当理事と各部局の教員で構成する研
については、全学的な視点から戦 織を超えた連携を実現するための 究戦略会議で決定している。21世紀COEプログラムを中心とした
略的に対応する。<110> 体制について検討を行う。<110-1> 特別推進研究などの大型プロジェクトは全学的に支援する方針が

打ち出されており、大学は優先的に教育研究環境を支援してい
る。
また、各部局等内においてはそれぞれ、研究プロジェクトを推進

するための委員会等によりプロジェクト研究の企画や評価に関する
検討を行っており、一部、プロジェクトへの傾斜配分を実施した。

３．人事の適正化に関する実施状況

中期 ○人事の適正化
目標 ・ 人事の適正化に努め、効率的な大学運営を行う。

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

○全職員共通の人事に関する目標
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達成のための措置
個人の業績を適切に評価し、評 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。

価結果を処遇に反映させるシステム
を検討する。<111>

人件費の効率的運用のための全 人件費の一元管理を行い、人件 1．人件費管理システムを構築した。
学的視点からの人件費管理を実施 費の効率的な運用を行う体制につ 2．常勤職員は本部で集中管理を行い、配当定員及び級別定数
する。<112> いて検討する。<112-1> 並びに人件費管理システムによる管理を行っている。

○教員の人事に関する目標達成の
ための措置
教員の公募制の拡大を図る。<11 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。

3>

任期制の導入を促進する。<114> 教員の任期制導入の促進を図 教員の流動化による本学の教育研究の活性化を目的として、平
る。<114-1> 成16年度から、全学的に任期制を導入した。平成16年度以降に採

用された者については、全員に同制度を導入している。

人件費の効率的運用及び人材の 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
有効活用を検討する。<115>

国内外の世界的な教育・研究者 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
等の受け入れを促進するための環
境の充実を図り、その制度について
は弾力的運用を図る。<116>

○その他の職員の人事に関する目
標達成のための措置
職員の能力開発、専門性の向上 研修制度の見直しを行い、職員 法人化に伴う労働基準法、労働安全衛生法等の研修を開催し

のため、研修の充実を図る。<117> の能力開発、専門性の向上に寄与 た。また、能力開発及び専門性の向上を目的とした国大協主催の
する研修の内容等について検討を 研修等に参加するなども含め研修の計画を検討している。
行う。<117-1>

公募制がなじむ職種については 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
公募による任用を検討する。<118>

柔軟な勤務時間制度の導入等の 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
多様な人事制度の整備を検討す
る。<119>

専門性を有する特定職種につい 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
ては、人材の計画的な養成を図る。
<120>

４．事務等の効率化・合理化に関する実施状況

○事務組織の見直し
中 ・ 教育･ 研究･ 診療体制への柔軟且つ速やかな対応を目指す。
期 ○事務職員の専門性向上
目 ・ 事務職員の大学運営・企画へ積極的参画を目指す。
標 ○事務処理の合理化・効率化

・ 業務の合理化・効率化のため、経費の節減、効率的な施設・整備の運営を図る。

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

○事務組織編成の方策
大学運営の企画立案等に適切に 本学の法人運営に適した事務組 法人化に伴い必要となった本学教職員の労務管理上の業務や

応対し、大学運営に積極的に参加 織整備の実施計画の策定を行う。< 関係官庁等との直接的な交渉・調整、手続き等のための事務組織
可能な事務組織の編成、職員の配 121-1><122-1> について実施計画を策定した上で、新たに人事部、人事部職員課
置を図る。<121> を設置した。

さらに産学連携支援体制を強化するため、総務部研究協力課
特化した方針等に対する集中的 研究協力第三掛を設置し、知的財産本部との連携強化を図った。

な支援を可能とするため、適切な事 また、学務部を設置し、学生課、厚生課、留学生課、入学主幹の
務組織の編成・職員の配置を図る。 情報の共有化を図り、横断的な学生サービスの向上を図った。
<122> 今後、さらに法人運営に適した事務組織整備を図るため実施計

画の策定を行うこととしている。

組織業務の恒常的な見直しを行 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
い、効率的な組織の編成・職員配置
等を図る。<123>

○事務職員の専門性向上のための
方策
教員・学生・患者等への十分な支 事務職員の能力開発、専門性の 1．国際化に対応するための英語研修、事務情報化のためのパソ

援を可能とすべく、事務職員の専門 向上のための研修の充実及び専門 コン研修、法人化に伴う労働基準法、労働安全衛生法等の研修
性の向上を図る。<124> 性を重視した採用、人事交流等の を開催した。また、能力開発及び専門性の向上を目的とした研修

検討を行う。<124-1><125-1><126- の計画を検討した。
知財の管理・国際交流・研究支援 1> 2．専門の有資格者を採用し、専門性を重視した人事交流、配置

を可能とすべく、事務職員の専門性 換を行った。
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の向上を図る。<125> 3．知的財産本部の事務職員に特許法や特許検索について学外
弁理士による教育を実施した。また、OJTの一環として知財マネ

採用・人事交流等を見直すととも ージャーによる特許検索、特許法教育を実施した。
に、在職者の専門研修の充実を図 4．医学部附属病院では事務職員を対象として、様々な角度から
る。<126> 病院における安全対策や病院職員としてのマナー・サービスの向

上について、学内外の専門家を招いて実施し、専門性の向上を
図っている。

○事務処理の合理化・効率化のた
めの方策
業務に応じた権限の委任等の見 業務に応じた権限委任等の見直 法人化に対応した権限委任を内容とする関係規則（事務組織規

直しを行うなど、合理的・効率的な しを行う。<127-1> 則、事務分掌規則、会計事務実施規則等）の整備を行った。
業務運営を図る。<127> 今後、さらにより合理的・効率的な方策を検討することとしてい

る。

外部委託が適切と判断される業 現行の外部委託業務を見直し、 外部委託業務全般の見直しとして、管理コストの分析・評価につ
務については、外部委託を一層推 より有効な外部委託を行うよう検討 いて各専門企業によるプレゼンテーションを実施し、費用対効果が
進する。<128> を行う。<128-1> より高い外部委託について、実施時期を含めて検討を行った。

引き続き平成17年度以降もより有効な外部委託を行うため、現
行の外部委託業務の見直しを行うこととしている。

事務の電子情報化を全学的観点 事務の電子情報化を推進する。< 1．検討会を実施し、①学内規則のデータベース化②各種学内配
から推進することにより合理化・効率 129-1> 布文書の簡素化③ホームページ公開による事務連絡の簡素化
化を行う。<129> ④事務書類のオンライン化⑤物品請求システムの導入⑥学生業

務における電子掲示板、電子シラバス等の整備⑦学生へのアル
バイト情報の提供をホームページ等で行うなどの具体案の作成を
行った。
2．特許管理システムを導入し、特許出願状況をデータベース化し
た。
3．人件費管理システムを構築した。
4．財務会計システムと連携した、資産管理システムを構築した。
5．国立大学病院管理会計システムの構築を行った。

Ⅲ．財務内容の改善
１．外部研究資金その他の自己収入の増加に関する実施状況

○科学研究費補助金等の確保
中 ・ 外部資金の獲得・増加に努める。
期 ○附属病院収入の確保
目 ・ 附属病院運営の効率化などにより、収入の増加に努める。
標 ○知的財産権の活用

・ 知的財産権の権利化などにより、収入の増加に努める。

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

○科学研究費補助金、受託研究、
奨学寄付金等外部資金増加に関す
る具体的方策
学内研究組織体の連携、融合化 横断的な学内研究プロジェクト体 各部局から優れた研究者を集め、学長直属の研究戦略会議を

を図ることにより、横断的な研究プロ 制の構築について検討する。<130- 設置している。また、21世紀COEプログラムを中心とした特別推進
ジェクトを編成する。<130> 1> 研究などの大型プロジェクトは全学的に支援する方針が打ち出さ

れており、大学は優先的に研究スペースを提供し、運営事務等を
支援している。

資金プログラムの周知徹底を図る 事務職員による積極的な支援体 事務部門と教員の連携を円滑にするために、研究協力課職員
とともに、支援体制を充実し、資金 制の構築について検討する。<131- の役割を専任化した。
の獲得を図る。<131> 1>

産学連携推進体制の充実を図 研究内容の公開等を促進する。< 本学ホームページで各研究者総覧や各分野等の活動状況を紹
り、本学の研究内容の認知度を高 132-1> 介している。さらに、研究協力課においては受託研究、共同研究
め、受託研究、共同研究、治験等を に係る各種規則や契約書の作成方法を学内各分野等に配付し、
確保する。<132> 認知度を高めている。知的財産本部においては、ホームページを

開設して、活動状況を公開している。

○収入を伴う事業の実施に関する
具体的方策
医療の高度化を図り病院運営の 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。

効率化、私費料金等の見直し等に
より病院収入の２％相当額程度の増
収等による経営改善を図る。<133>

知的財産本部を中心に知的財産 知的財産権の権利化を促進する 事業も軌道に乗り、徐々にロイヤリティー収入も入りつつある状
権の権利化を促進し、特許実施料 ため、TLOを設置する。<134-1> 況である。今後TLO会員を確保するとともに、文部科学省及び経
収入等の増額を図る方策を検討す 済産業省に承認TLOの申請をする予定である。
る。<134>

２．経費の抑制に関する実施状況
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中期 ○経費の抑制
・ 事業業務の集約化・合理化、外部委託を促進する。

目標 ・ 各種資源の費消に対する個別意識の啓蒙をはかり節減を促進する。

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

○管理的経費の抑制に関する具体
的方策
事務の効率化及び専門性の確保 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。

の観点から、外部委託可能な業務
を検討し、効果的な外部委託を行
う。<135>

各部局で管理的経費の自己管理 契約内容の精査・見直しを十分 規程及び規則の制定が遅れたこと等により、年度当初における
を実施することにより、経費節減に に行い、経費の節減や効率的運用 年間契約業務全体の経費削減、効率的運用を進めていくことはで
対する意識啓発を行う。<136> を推進する。<136-1> きなかったが、新しい調達規則を制定することで、従来の一般競争

による自動落札方式からネゴシエーション方式に全面変更を行
い、経費削減の下地は整備できた。

設備の共同利用化、一元管理を 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
推進し、効率的活用を図ることで経
費を抑制する。<137>

上記の具体的方策を行うことで、 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
一般管理費の１％以上の削減に努
める。<138>

３．資産の運用管理の改善に関する実施状況

中期 ○資産の運用管理
目標 ・ 全学的且つ経営的視野に立った効率的・効果的な運用を図る。

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

○財源の多様化に関する方策
種々の財源の確保を図る。<139> 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。

○資産の効率的・効果的運用を図
るための具体的方策
既存資産の調査及び評価を行う 資産の一元管理を行うことで資産 財務会計システムと連携した資産管理システムを構築した。

とともにデータベースを構築し効率 内容、稼働状況を把握し、資産運用 国有財産のデータ変換作業及び備品の減価償却データ作成作
的・効果的な運用を行う。<140> の効率化を図る。<140-1> 業について実施中である。

資産の効率的･効果的運用を確 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
実にするための実施体制を整備す
るとともに関係規程の整備を行う。<1
41>

経営的視点に立ち、十分な危機 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
管理対策を考慮した資産運用計画
を策定し、資産の効率的、効果的な
運用を行う。<142>

○本学の着実な発展を確保するた
め、必要となる資産の危機管理対策
の確立
自然災害や事故災害などのリスク 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。

の発生の可能性の把握及びその予
防的措置を実施する。<143>

リスクによる被害を最小にするた 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
めの事後対処法を確立する。<144>

Ⅳ．自己点検・評価及び情報提供
１．評価の充実に関する実施状況

中 ○評価の改善
期 ・ 評価結果を適切に整理・公表する。
目 ○評価結果の活用
標 ・ 評価結果を適切に活用する。

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）
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○自己点検・評価の改善に関する
具体的方策
全学的な自己点検・評価及び外 自己点検・評価体制及び外部評 全学的に対応するための評価体制として、組織の設置について

部評価のシステムに関する検討を 価の実施内容等の見直しを行う。<1 検討を行い、評価担当理事が室長となって、教員と事務職員で構
行い、社会に対する説明責任を果 45-1> 成する評価情報室を設置することとした。その評価情報室におい
たすべく、自己点検・評価及び外部 て、全学的な自己点検・評価及び外部評価システムに関する検討
評価の厳正な実施と評価システムの を行うこととした。
改善充実を行い、適切な評価を実
施する。<145>

社会に対する説明責任を確保で インターネット等を活用し、大学の 社会に対する説明責任の確保ができるよう、本学のホームペー
きるよう、インターネットの活用等、評 活動状況等を適切に公開する体制 ジに評価のページを構築し、大学の活動状況等を適切に公開す
価結果を社会一般に対しわかりや を構築する。<146-1> る準備を進めている。引き続き評価情報室において、大学の活動
すく公表するための手法を検討し、 状況等を適切に公開する体制を構築する。
適切な公表を行う。<146>

○評価結果を大学運営の改善に活
用するための具体的方策
評価結果を、大学運営（中期計 自己点検・評価、外部評価の評 学内の構成員には自己点検・評価の結果を学内用のホームペ

画・中期目標、資源配分その他教 価結果を大学運営に適切に反映す ージで公開するとともに、冊子の形で配布し、周知徹底させ、中期
員に対する支援方策、設備の整備 るシステムの構築に関して検討を行 目標や中期計画の進行状況に対して常に意識させるよう準備を進
等）に係る各検討組織の審議に適 う。<147-1> めている。
切に反映するためのシステムを構築 引き続き評価情報室において、自己点検・評価、外部評価の評
し、運用する。<147> 価結果を大学運営に適切に反映するシステムについて検討を行

う。

教職員各自の改善の取組に資す 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
るよう、評価を通じて得られた大学
運営の状況や問題点を各教職員に
周知する。<148>

評価結果のフィードバック体制の 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
改善を図るため、評価結果の活用
状況の検証を行う。<149>

２．情報公開等の推進に関する実施状況

中期 ○情報公開の推進
目標 ・ 学外への積極的な情報発信を行う。

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

○大学情報の積極的な公開・提供
及び広報に関する具体的方策
大学情報を収集・管理し、適切に 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。

分析するためのシステムの導入を図
る。<150>

中期目標、中期計画、年度計画、 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
財務内容、組織・管理運営に関する
情報の公開を行う。<151>

入試情報、公開講座等に関する 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
情報を積極的に発信する。<152>

研究者総覧データベースを充実 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
（キーワード検索･英語版データベ
ースの構築）する。<153>

大学公式ホームページを充実（英 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
語版ホームページの充実）する。<1
54>

広報体制を見直し、その充実を 広報体制を強化する。<155-1> 1．役員会において、①マスコミ対応の広報担当者の設置。②学内
図る。<155> の教育、研究及び診療活動に関する情報収集を行い、積極的に

外部へ情報を提供する記者クラブなどの設置。③広報の評価シ
ステムを導入し、広報の充実を図る。等の方策を検討した。
2．広報担当職員を1名増員した。
3．教育・研究・知財に関するホームページの充実を図った。

Ⅴ．その他業務運営に関する重要事項
１．施設設備の整備・活用等に関する実施状況

中 ○必要な教育研究基盤の確保と施設等の有効活用の推進
期 ・ 点検・評価を踏まえた既存施設の有効活用・活性化を図る。
目 ・ 施設の長期的利用を可能とする維持管理の充実を図る。
標 ・ 教育研究の変化に対応可能な共用スペースを確保する。
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中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

○施設等の有効活用に関する具体
的方策
点検・評価に基づく全学的かつ 施設運営に関し、全学的な点検・ 東京医科歯科大学施設点検評価に関して制定した内規及び施

経営的視点に立った合理的な施設 評価体制の構築を図る。<156-1> 設有効活用に関する施設点検評価実施要項に基づき、施設の有
運用及び機能確保を行う。<156> 効活用に関する調査を行い東京医科歯科大学建築委員会（平成

16年9月22日）で審議の結果、既設建物である医歯学総合研究棟
Ⅰ期棟に共用スペースを確保した。

全学または部局等で共有する流 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
動的・弾力的利用のできる教育研究
スペースを確保する。<157>

○施設等の維持管理に関する具体
的方策
施設の機能及び安全性・信頼性 総合的な維持保全を計画的・効 総合的な維持保全を計画的に実施するため維持保全計画を作

を長期にわたって確保するため、予 果的に実施する体制の構築を図る。 成すると共に、効果的に実施する体制について検討を行った。
防的対応も含む総合的な点検・保 <158-1>
守・修繕等を計画的・効果的に実施
する。<158>

○施設等の整備に関する具体的方
策
大学院施設の狭隘解消、卓越し 教育・研究・診療に係る施設等に 東京医科歯科大学長期計画（平成12年6月）の見直しを行い、

た研究拠点施設、老朽施設の改 ついて、中・長期的な視点で具体的 医歯学総合研究棟Ⅱ期棟の新営及び総合研究棟改修（現歯科棟
善、先端医療及び先端歯科医療に な整備計画を策定する。<159-1> 等）の具体的な整備計画を策定し、大学院施設の狭隘解消、老朽
対応した大学附属病院施設、教育 施設の改善のために概算要求を行った。
研究活動を支える施設等の整備計
画（既存再整備計画含む）を策定し
実施する。<159>

国際化、情報化の進展及び実験 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
研究の高度化等に対応した施設整
備計画を策定し実施する。<160>

産学官連携等、社会との連携を 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
図る施設整備計画を策定し、実施
する。<161>

自己財源の確保や新たな整備手 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
法を導入した施設整備を推進する。
<162>

組織の流動化に対応したスペー 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
スを確保する上で必要となる具体的
な措置を行う。<163>

安全（耐震性能の確保等）と環境 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
への配慮やバリアフリー対策等に関
する計画の策定及び実施による人
にやさしいキャンパスづくりを推進す
る。<164>

２．安全管理に関する実施状況

中期 ○安全管理体制
・ 国立大学法人化における安全管理体制の確立並びに安全性・信頼性のある教育

目標 研究環境を確保する。

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

労働安全衛生法に基づく健康安 職場の安全と職員の健康を維持 総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者の指名、安全衛生
全管理組織体制を新たに構築する するため、労働安全衛生法等の法 委員会の設置等、労働安全衛生管理体制を構築し、作業環境の
とともにその体制を点検及び整備す 令に基づく管理組織体制を整備し、 測定、産業医の巡視、健康診断等を実施した。
る。<165> 実施する。<165-1>

施設等の安全性及び信頼性の確 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
保並びに環境安全対策を推進する
ための実施体制を構築するととも
に、施設等の点検・評価を実施す
る。<166>
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Ⅹ．その他
１．施設・設備に関する状況

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

施設・設備 予定額 施設・設備 予定額 施設・設備 決定額
財 源 財 源 財 源の内容 （百万円） の内容 （百万円） の内容 （百万円）

・湯島地区 総額 施設整備費 ・湯島地区 総額 施設整備費 ・湯島地区 総額 施設整備費
総合研究棟 補助金 総合研究棟 補助金 総合研究棟 補助金
新営工事 新営工事 新営工事
・小規模改 11,687 （11,687） ・小規模改 2,100 （2,100） ・小規模改 2,100 （2,100）
修 修 修

（注１）金額については見込みであり、中期目 注）金額は見込みであり、上記のほか、業務
標を達成するために必要な業務の実施状 の実施状況等を勘案した施設・設備の整備
況等を勘案した施設・設備の整備や老朽度 や、老朽度合い等を勘案した施設・設備の
合等を勘案した施設・設備の改修等が追加 改修等が追加されることもあり得る。
されることもある。

(注２）小規模改修について17年度以降は16
年度同額として試算している。
なお、各事業年度の施設整備費補助

金、船舶建造費補助金、国立大学財務・経
営センター施設費交付金、長期借入金に
ついては、事業の進展等により所要額の変
動が予想されるため、具体的な額について
は、各事業年度の予算編成過程等におい
て決定される。

○計画の実施状況等
湯島地区総合研究棟新営工事は15-16国債と16-17国債事業があり、契約は全て完了している。
また、小規模改修についても契約は全て完了した。

２．人事に関する状況

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

個人の業績を適切に評価し、評 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
価結果を処遇に反映させるシステ
ムを検討する。<167>

全学的視点から人件費管理を コンピューターによる人件費の 1．人件費管理システムを構築した。
行い、人材の有効活用を検討す 集中管理により、人件費の効率的 2．常勤職員は本部で集中管理を行い、配当定員及び級別定数並
る。<168> な運用を図る。<168-1> びに人件費管理システムによる管理を行っている。

3．業務分担については、人事課では、定員の管理及び人件費の
監視を行い、これに応じ採用計画をたてており、主計課において
は、総括的な人件費の管理を行っている。

人材の有効活用を検討する。<1 人材の有効活用を検討するため、各部署の業務量を調査する方
68-2> 針であり、業務量の調査方法については、公平に業務量を把握す

るため、第三者（外注）に委ねることについて調査した。

労働安全衛生法に基づき健康 労働安全衛生管理体制の構築・ 総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者の指名、安全衛生委
安全管理組織体制を新たに構築 その体制の点検及び整備。<169-1 員会の設置等、労働安全衛生管理体制を構築し、作業環境の測
し、作業環境測定等、労働安全衛 > 定、産業医の巡視、健康診断等を実施した。
生管理の充実を図る。<169>

任期制の導入を促進し、教育研 全学的に教員職員に任期制を 教員の流動化による本学の教育研究の活性化を目的として、平
究の活性化を図る。<170> 導入。<170-1> 成16年度から、全学的に任期制を導入した。同意状況については、

同年4月1日の状況では、任期制に同意した者86％、同意しない者1
0％、未回答4％であったが、平成17年3月1日現在では、同意した
者が90％、同意しない者が9.9％となっている。また、平成16年度以
降に採用された者については、全員に同制度を導入している。この
ことから、本学において、その目的を果たしていると思われる。

職員の能力開発、専門性の向 現在の研修内容の見直し。<171 法人化に対応する研修を取り入れ、今後も研修の見直し等につ
上のため、研修の充実を図る。<17 -1> いて検討していく。
1>

能力開発及び専門性の向上を 国際化に対応するための英語研修、事務情報化のためのパソコ
目的とした研修を重点とした計画 ン研修、法人化に伴う労働基準法、労働安全衛生法等の研修を開
の策定及び実施。<171-2> 催、また、平成16年度から実施の国大協主催の研修などに積極的

に参加した。今後も能力開発及び専門性のさらなる向上を目的とし
た研修の計画を検討していく。

任用制度及び給与制度の見直 17年度から実施のため、16年度は年度計画なし。
しを検討し教育研究の活性化を図
る。<172>


